
（一） 漢文教材における戦国七雄への視点―趙国の場合―
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】
高
等
学
校
の
漢
文
教
材
の
中
で
、
戦
国
時
代
に
つ
い
て
は
、「
史
伝
」

よ
り
も
む
し
ろ
「
故
事
成
語
」
を
取
り
扱
う
も
の
と
し
て
採
録
さ
れ
て
い
る
場
合

が
少
な
く
な
い
。
た
だ
、
戦
国
期
の
記
述
が
最
も
精
彩
を
放
っ
て
い
る
と
い
っ
た

見
解
も
し
ば
し
ば
な
さ
れ
る
。
確
か
に
覇
を
競
い
合
う
中
で
優
秀
な
人
材
を
各
国

が
求
め
て
い
た
は
ず
で
あ
る
が
、
秦
が
単
独
で
強
大
で
あ
る
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ

が
常
に
つ
き
ま
と
う
。
裏
返
せ
ば
「
戦
国
七
雄
」
と
総
称
さ
れ
な
が
ら
も
、
他
の

六
国
は
あ
た
か
も
脇
役
と
し
て
の
立
場
に
徹
し
て
い
る
と
い
っ
た
見
方
も
根
強
い

こ
と
を
意
味
す
る
。
教
科
担
当
者
は
こ
う
し
た
状
況
を
も
う
一
度
洗
い
出
し
な
が

ら
、
教
材
の
見
直
し
が
必
要
と
な
ろ
う
。
特
に
、
趙
氏
の
歴
代
君
主
の
事
績
に
は

注
目
す
べ
き
点
が
多
々
あ
る
。

　

主
君
で
あ
っ
た
晋
の
文
公
と
と
も
に
各
国
を
放
浪
し
た
趙
衰
、「
弑
君
」
の
汚
名

を
甘
ん
じ
て
受
け
た
趙
盾
、
一
族
滅
亡
の
危
機
に
瀕
し
な
が
ら
か
ろ
う
じ
て
血
脈

を
保
っ
た
趙
武
、
名
君
の
誉
れ
高
い
趙
簡
子
や
趙
襄
子
の
治
世
、「
胡
服
騎
射
」
政

策
を
導
入
し
て
軍
事
大
国
化
を
果
た
し
た
武
霊
王
、
廉
頗
と
藺
相
如
の
活
躍
を
も

た
ら
し
た
恵
文
王
、
戦
国
四
君
の
一
人
と
し
て
多
く
の
食
客
を
抱
え
た
平
原
君
な

ど
、
趙
氏
一
族
に
は
話
題
が
事
欠
か
な
い
。

　

趙
氏
の
黄
金
期
も
秦
の
台
頭
に
よ
り
翻
弄
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
結
果
的
に
は

抵
抗
空
し
く
、
次
第
に
秦
の
圧
迫
を
受
け
な
が
ら
滅
亡
を
迎
え
る
。
し
か
し
、
こ

の
地
に
は
秦
の
公
子
子
楚
が
人
質
に
な
っ
て
い
た
た
め
、
新
時
代
の
立
役
者
で
あ

る
始
皇
帝
が
生
ま
れ
て
い
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、「
性
悪
説
」

を
唱
え
た
荀
子
も
趙
の
出
身
で
あ
り
、
そ
の
弟
子
の
韓
非
子
や
李
斯
は
秦
の
政
治

思
想
に
大
き
く
関
わ
っ
た
。
以
上
の
点
か
ら
も
趙
氏
が
常
に
話
題
性
を
孕
ん
で
各

国
か
ら
注
目
を
浴
び
続
け
た
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
う
し
た
背
景
に

よ
り
『
荘
子
』
の
「
邯
鄲
の
歩
み
」、
さ
ら
に
は
唐
代
伝
奇
小
説
『
枕
中
記
』
な

ど
の
舞
台
と
し
て
用
い
ら
れ
、
後
世
か
ら
「
邯
鄲
」
の
都
は
夢
や
憧
憬
の
場
所
と

し
て
記
憶
さ
れ
て
き
た
。
本
稿
で
は
「
故
事
成
語
」
の
点
か
ら
断
片
的
に
扱
わ
れ

て
き
た
戦
国
時
代
を
、
趙
氏
の
事
跡
に
焦
点
を
当
て
な
が
ら
「
史
伝
」
的
な
観
点

か
ら
体
系
的
に
捉
え
直
す
こ
と
を
狙
っ
て
提
言
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　

一　

は
じ
め
に

高
等
学
校
の
漢
文
教
材
を
大
別
す
る
と
思
想
、
詩
文
、
史
伝
の
三
つ
に

分
類
さ
れ
る
と
い
う
。
こ
の
う
ち
、「
史
伝
」
に
つ
い
て
田
部
井
文
雄
は

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

中
国
史
の
ス
ケ
ー
ル
の
壮
大
さ
、
重
い
歴
史
的
事
実
の
存
在
感
、
ド

　
　
　
　
　
漢
文
教
材
に
お
け
る
戦
国
七
雄
へ
の
視
点
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国
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合
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（二）早稲田教育評論　第 30巻第１号

ラ
マ
チ
ッ
ク
に
展
開
す
る
人
間
模
様
な
ど
を
、
如
実
に
伝
え
て
い
る

史
伝
の
教
材
の
ほ
う
が
、
或
い
は
、
思
想
や
文
学
の
そ
れ
よ
り
も
、

現
代
の
高
校
生
を
容
易
に
魅
惑
す
る
も
の
を
持
っ
て
い
る
の
か
も
知

れ
な
い（
１
）
。

「
史
伝
」
と
言
え
ば
、『
史
記
』
の
漢
楚
興
亡
の
故
事
や
『
三
国
志
』
の

三
国
鼎
立
の
故
事
が
漢
文
教
材
の
み
な
ら
ず
、
一
般
的
に
広
く
人
口
に
膾

炙
し
て
い
る
現
状
が
あ
る
。
一
方
で
、
そ
れ
に
先
立
つ
戦
国
時
代
に
つ
い

て
は
、「
史
伝
」
よ
り
も
む
し
ろ
「
故
事
成
語
」
を
取
り
扱
う
も
の
と
し

て
教
材
に
採
録
さ
れ
て
い
る
場
合
が
少
な
く
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

た
だ
、『
史
記
』
に
つ
い
て
は
「
戦
国
期
の
記
述
が
も
っ
と
も
精
彩
を
放
っ

て
い
る（
２
）
」と
い
っ
た
見
解
も
し
ば
し
ば
な
さ
れ
る
。
覇
を
競
い
合
う
中
で

優
秀
な
人
材
を
各
国
が
求
め
た
た
め
、
自
然
と
人
々
の
言
論
が
活
発
に
な

り
、
孟
子
や
荀
子
を
は
じ
め
と
す
る
諸
子
百
家
に
よ
る
「
百
花
斉
放
」
時

代
を
迎
え
た
土
壌
が
あ
っ
た
こ
と
に
も
注
意
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。
ま
た
、

国
と
国
と
の
駆
け
引
き
の
中
で
生
ま
れ
た
「
隗
よ
り
始
め
よ
」、「
虎
の
威

を
借
る
狐
」、「
漁
父
の
利
」
な
ど
の
「
故
事
成
語
」
が
生
ま
れ
た
こ
と
も

特
色
で
あ
る
。
こ
う
し
た
視
点
に
立
て
ば
、
確
か
に
魅
力
的
な
時
代
で

あ
っ
た
と
も
言
え
よ
う
。
思
想
と
故
事
の
両
面
で
は
確
か
に
充
実
し
た
時

代
と
い
う
印
象
は
受
け
る
も
の
の
、
一
つ
一
つ
の
故
事
の
通
史
的
な
視
点

に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
教
材
と
し
て
の
情
報
は
乏
し
か
っ
た
も
の
と
思
わ

れ
る
。

高
等
学
校
の
漢
文
教
材
に
お
い
て
、
戦
国
時
代
に
つ
い
て
は
や
は
り

個
々
の
「
故
事
成
語
」
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
た
単
元
が
多
く
、
時
代
背
景

が
捉
え
に
く
い
体
裁
に
な
っ
て
い
る
。
教
材
中
の
春
秋
戦
国
期
の
歴
史
的

な
事
例
を
並
べ
る
と
、
春
秋
時
代
に
お
け
る
晏
子
の
言
動
、
ほ
ぼ
同
時
期

に
起
き
た
呉
越
の
興
亡
に
お
け
る
《
臥
薪
嘗
胆
》
の
故
事
を
扱
う
と
い
つ

の
間
に
か
戦
国
時
代
が
出
現
し
、《
鶏
口
牛
後
》
や
《
完
璧
帰
趙
》
な
ど

の
各
国
間
の
駆
け
引
き
、《
刺
客
荊
軻
》
に
よ
る
始
皇
帝
暗
殺
未
遂
を
経

て
、
秦
が
天
下
統
一
を
果
た
す
も
の
の
、
そ
の
秦
も
始
皇
帝
崩
御
の
後
す

ぐ
に
瓦
解
し
て
《
項
羽
と
劉
邦
（
漢
楚
の
興
亡
）》
に
至
る
と
い
う
一
連
の

流
れ
し
か
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
眺

め
て
み
る
と
戦
国
時
代
は
群
雄
割
拠
の
中
で
、
秦
が
常
に
独
り
勝
ち
し
た

か
の
よ
う
な
史
観
で
捉
え
ら
れ
て
き
た
。「
戦
国
七
雄
」
と
総
称
さ
れ
な

が
ら
も
、
秦
に
怯
え
る
他
の
六
国
は
脇
役
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
偏
っ
た
イ

メ
ー
ジ
が
つ
き
ま
と
っ
て
離
れ
な
い
。
教
科
担
当
者
は
こ
う
し
た
状
況
を

も
う
一
度
洗
い
出
し
な
が
ら
、
戦
国
期
の
各
国
が
置
か
れ
た
状
況
に
つ
い

て
整
理
し
て
、
教
科
指
導
に
反
映
さ
せ
て
い
く
視
点
が
求
め
ら
れ
る
。
こ

れ
ま
で
断
片
的
に
扱
わ
れ
て
き
た
感
の
あ
る
戦
国
時
代
「
史
伝
」
教
材
を

体
系
的
に
捉
え
て
見
直
す
こ
と
に
よ
り
、
教
材
開
発
へ
の
提
言
は
今
後
も

な
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。「
戦
国
七
雄
」
と
一
口
に
言
っ
て
も
国
々
が
置

か
れ
た
状
況
は
異
な
り
、
直
面
し
て
い
る
問
題
は
様
々
で
あ
る
。
本
稿
で

は
「
趙
」
国
の
歴
史
を
取
り
あ
げ
て
こ
の
一
族
の
歴
史
的
故
事
に
焦
点
を

当
て
て
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
七
雄
の
中
で
も
特
に
話
題
性
が

豊
富
で
、
教
材
と
し
て
資
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
も
の
が
あ
る
と
判
断
し

た
た
め
で
あ
る
。（
※
単
元
教
材
と
し
て
の
名
称
に
は
《　

》
を
用
い
た
）

　
　
　
　
　

二　

趙
国
に
つ
い
て

趙
は
現
在
の
河
北
省
と
山
西
省
を
中
心
と
し
た
強
大
な
勢
力
圏
で
あ
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（三） 漢文教材における戦国七雄への視点―趙国の場合―

り
、
当
時
は
東
に
燕
、
斉
、
南
に
韓
、
魏
と
境
を
接
し
て
い
た
。
も
と
も

と
は
晋
に
仕
え
た
六
卿
（
范
氏
・
智
氏
・
中
行
氏
・
趙
氏
・
韓
氏
・
魏

氏
）
の
う
ち
の
一
つ
に
過
ぎ
な
か
っ
た
が
、
六
卿
の
う
ち
三
卿
を
潰
滅
さ

せ
た
趙
氏
・
韓
氏
・
魏
氏
は
、
そ
の
後
晋
か
ら
の
独
立
を
果
た
し
て
発
展

す
る
に
至
る
。
教
科
書
で
は
恵
文
王
治
世
下
の
廉
頗
と
藺
相
如
の
故
事

《
完
璧
帰
趙
》
や
《
刎
頸
之
交
》
が
定
番
教
材
と
し
て
採
録
さ
れ
て
お
り
、

強
大
な
秦
国
の
恐
喝
に
対
し
て
も
毅
然
と
し
た
態
度
で
接
し
た
人
物
の
美

談
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、《
漁
父
之
利
》
の
故
事
成
語
も
し
ば
し

ば
採
録
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
な
ど
も
遊
説
家
蘇
代
が
趙
の
恵
文
王
に
対

し
て
「
鷸
蚌
」
に
た
と
え
な
が
ら
燕
攻
撃
を
戒
め
る
寓
話
と
し
て
有
名
で

あ
る
。
そ
こ
に
も
や
は
り
背
後
に
あ
っ
た
秦
の
存
在
へ
の
警
戒
感
が
込
め

ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
い
く
と
、
趙
も
ま
た
秦
に
怯
え
た
一
国

に
過
ぎ
な
か
っ
た
印
象
を
与
え
か
ね
な
い
。
一
方
で
当
然
の
こ
と
か
も
し

れ
な
い
が
、
秦
の
方
も
ま
た
列
国
を
恐
れ
て
い
た
と
い
う
話
も
あ
る
。
荀

子
が
秦
の
宰
相
に
な
る
弟
子
の
李
斯
に
向
か
っ
て
「
秦
は
四
世
に
勝
あ
る

も
、
諰し

し諰
然ぜ

ん

と
し
て
常
に
天
下
の
一
合
し
て
己
を
軋あ

つ

せ
ん
こ
と
を
恐
る
。

此
れ
所
謂
末
世
の
兵
に
し
て
未
だ
本
統
に
非
ざ
る
も
の
な
り
」（『
荀
子
』

「
議
兵
篇
」
）
と
指
摘
し
て
、
秦
の
強
兵
も
ま
た
不
安
に
駆
ら
れ
て
い
た
と
す

る
現
状
を
暴
き
出
し
て
い
る
こ
と
に
も
注
意
し
た
い
。
い
く
つ
か
の
観
点
か

ら
、
趙
氏
の
歴
史
を
踏
ま
え
な
が
ら
捉
え
直
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

趙
氏
を
知
る
上
で
は
『
春
秋
左
氏
伝
』、『
史
記
』「
趙
世
家
」
及
び
「
列

伝
」、『
戦
国
策
』「
趙
策
」、『
十
八
史
略
』「
春
秋
戦
国
」
な
ど
の
史
料
な

ど
の
ほ
か
、『
説
苑
』、『
新
序
』、『
国
語
』、『
呂
氏
春
秋
』
な
ど
に
も
逸

話
が
見
え
る（
３
）
。
特
に
『
史
記
』「
世
家
」
と
『
戦
国
策
』
に
は
趙
氏
の
事

項
が
ま
と
ま
っ
た
形
で
記
載
さ
れ
て
お
り
、
歴
代
の
君
主
の
事
跡
を
通
史

的
に
俯
瞰
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

遠
祖
で
あ
る
趙
衰
は
春
秋
五
覇
の
一
人
晋
の
文
公
に
従
っ
て
各
地
を
放

浪
し
、
帰
国
後
は
文
公
が
覇
者
と
な
る
に
従
い
、
厚
く
遇
せ
ら
れ
た
こ
と

か
ら
趙
氏
の
興
隆
は
始
ま
る
。
趙
衰
の
子
趙
盾
は
、
史
官
に
よ
り
霊
公

（
文
公
の
孫
）
弑
逆
者
の
汚
名
を
着
せ
ら
れ
た
が
、
彼
が
こ
の
筆
誅
を
甘

受
し
た
こ
と
は
後
世
ま
で
話
題
と
な
っ
た
。

前
四
五
三
年
、
趙
襄
子
の
と
き
六
卿
の
最
有
力
者
た
る
智
伯
が
台
頭

し
、
韓
氏
、
魏
氏
に
誘
い
か
け
て
趙
氏
を
討
伐
し
よ
う
と
水
攻
め
を
し
た

が
、
趙
襄
子
側
の
説
得
に
よ
り
韓
、
魏
の
二
君
を
味
方
に
引
き
入
れ
る

こ
と
に
成
功
し
、
智
伯
を
滅
亡
へ
と
追
い
や
っ
た
（
晋
陽
の
戦
い
）。
前

四
〇
三
年
に
は
周
王
よ
り
韓
・
魏
と
と
も
に
叙
爵
さ
れ
、「
三
晋
」
と
し

て
独
立
を
果
た
し
、
こ
れ
以
降
晋
と
の
主
従
関
係
が
な
く
な
る
（
戦
国
時

代
の
幕
開
け
）。
敬
侯
の
時
代
に
は
「
邯
鄲
」
に
都
を
移
し
た
。
粛
侯
の

時
代
に
は
蘇
秦
が
強
秦
へ
の
対
抗
策
と
し
て
六
国
合
従
を
呼
び
か
け
て
い

る
。
そ
の
次
の
武
霊
王
の
時
代
、
前
三
〇
七
年
に
は
「
胡
服
騎
射
」
政
策

を
導
入
し
て
軍
事
大
国
化
を
果
た
す
。
恵
文
王
の
時
代
に
は
藺
相
如
の
活

躍
が
あ
り
、「
虎
狼
」
と
評
さ
れ
た
秦
か
ら
の
脅
威
を
感
じ
つ
つ
も
、
古

参
の
廉
頗
や
趙
奢
に
加
え
て
名
将
楽
毅
ま
で
も
が
燕
よ
り
亡
命
を
果
た
し

て
い
た
た
め
、
優
れ
た
人
材
が
結
集
し
た
状
況
で
あ
っ
た
。
戦
国
末
期
に

は
呂
不
韋
が
邯
鄲
に
人
質
に
な
っ
て
い
た
秦
の
公
子
子
楚
（
始
皇
帝
の

父
）
を
見
つ
け
出
し
、「
奇
貨
居
く
べ
し
」
の
精
神
で
パ
ト
ロ
ン
と
し
て

彼
を
王
位
に
就
け
る
こ
と
に
よ
り
、
天
下
を
一
統
す
る
始
皇
帝
の
登
場
を

見
る
。

こ
う
し
た
一
連
の
流
れ
を
踏
ま
え
て
み
て
も
春
秋
戦
国
期
に
趙
氏
が
歴

史
の
表
舞
台
に
登
場
し
た
場
面
も
少
な
く
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
漢
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（四）早稲田教育評論　第 30巻第１号

文
教
材
に
は
断
片
的
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
前
後
関
係
を
し
っ

か
り
と
把
握
す
る
の
は
難
し
い
。
こ
こ
で
は
趙
氏
の
故
事
を
整
理
し
た
上

で
浮
か
び
上
が
る
課
題
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

以
下
に
春
秋
戦
国
期
に
お
け
る
趙
氏
と
関
連
の
あ
る
故
事
を
採
録
し
た

現
行
の
教
材
を
時
代
順
に
掲
げ
、
該
当
す
る
事
項
の
当
主
と
そ
の
在
位
期

間
を
記
し
た
。（
教
科
書
を
「
国
総
」、「
古
典
Ａ
」、「
古
典
Ｂ
」
に
区
分
し

た
上
で
、
出
版
社
名
を
略
称
。
数
字
は
各
社
の
採
録
教
科
書
の
数
を
表
す

が
、
同
一
名
称
の
も
の
は
合
冊
・
分
冊
に
か
か
わ
ら
ず
①
と
み
な
し
た
）

【
趙
襄
子
】
前
四
五
七
〜
前
四
二
五
年

〇
《
唇
亡
歯
寒
》〔『
戦
国
策
』「
趙
策
」〕　
（「
古
典
Ｂ
」…
第
一
①
）

【
粛
侯
】
前
三
四
九
〜
前
三
二
六
年

〇
《
孫
臏
（
以
孫
子
為
師
）》〔『
史
記
』「
孫
子
呉
起
列
伝
」〕　

（「
古
典
Ｂ
」…
第
一
②
、
筑
摩
①
、
数
研
①
）

〇
《 

鶏
口
牛
後
》〔『
十
八
史
略
』「
春
秋
戦
国
」〕　
（「
国
総
」…
桐
原
②
、

明
治
②
、
三
省
②
、
東
書
①
、
数
研
①
）

〇
《 

張
儀
（
辱
め
ら
れ
て
怒
る
）》〔『
史
記
』「
張
儀
列
伝
」〕

　

（「
古
典
Ｂ
」…
第
一
①
）

【
恵
文
王
】
前
二
九
八
〜
前
二
六
六
年

〇
《 

完
璧
帰
趙
》〔『
史
記
』「
廉
頗
藺
相
如
列
伝
」〕　
（「
古
典
Ｂ
」…
桐
原
②
、

三
省
②
、
教
出
①
）

〇
《
完
璧（
而
帰
）》〔『
十
八
史
略
』「
春
秋
戦
国
」〕

（「
国
総
」…
第
一
①
、
筑
摩
①
、「
古
典
Ｂ
」…
東
書
①
、
明
治
①
）

〇
《
澠
池
之
会
》〔『
史
記
』「
廉
頗
藺
相
如
列
伝
」〕

（「
古
典
Ｂ
」…
桐
原
②
、
三
省
②
、
教
出
①
、
東
書
①
、
明
治
①
）

〇
《
刎
頸
之
交
》〔『
史
記
』「
廉
頗
藺
相
如
列
伝
」〕

（ 「
古
典
Ａ
」…
筑
摩
①
、「
古
典
Ｂ
」…
桐
原
②
、
三
省
②
、
教
出
①
、

東
書
①
、
数
研
①
、
明
治
①
）

〇
《
漁
父（
之
）利
》〔『
戦
国
策
』「
趙
策
」〕

（ 「
国
総
」…
三
省
②
、
第
一
①
、
数
研
①
、
桐
原
①
、
東
書
①
、「
古

典
Ａ
」…
右
文
①
、「
古
典
Ｂ
」…
大
修
①
、
右
文
①
）

【
孝
成
王
以
降
】
前
二
六
五
〜
前
二
二
八
年

〇
《 

信
陵
君
（
公
子
人
と
為
り
仁
に
し
て
士
に
下
る
）》〔『
史
記
』「
魏
公

子
列
伝
」〕　
（「
古
典
Ｂ
」…
第
一
②
）

〇
《
趙
太
后
》〔『
戦
国
策
』「
趙
策
」〕　
（「
古
典
Ｂ
」…
第
一
①
）

〇
《 

呂
不
韋
（
奇
貨
居
く
べ
し
、
子
楚
を
適
嗣
と
為
す
、
太
子
の
政
立
ち
て

王
と
為
る
）》〔『
史
記
』「
呂
不
韋
列
伝
」〕　
（「
古
典
Ｂ
」…
大
修
①
）

右
記
の
通
り
、
恵
文
王
時
代
の
《
漁
父（
之
）利
》
や
《
完
璧
帰
趙
》
の 

故
事
が
特
に
多
く
採
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
秦
に
脅
威
を
感
じ

つ
つ
も
、
最
盛
期
を
迎
え
て
い
た
こ
と
も
確
か
に
現
実
と
し
て
あ
っ
た
。

孝
成
王
時
代
に
当
た
る
前
二
六
〇
年
の
長
平
の
敗
戦
を
経
て
衰
退
の
一
途

を
た
ど
る
こ
と
に
な
る
。
教
材
中
で
趙
国
の
現
状
を
端
的
に
言
い
表
す
も

の
は
、
藺
相
如
が
恵
王
に
語
っ
た
「
秦
は
彊つ

よ

く
、
趙
は
弱
し
」（『
史
記
』

「
廉
頗
藺
相
如
列
伝
」
）
の
一
言
で
あ
る
。
こ
の
簡
潔
な
短
評
は
学
習
者

の
脳
裏
に
両
国
の
立
場
を
鮮
明
に
刻
印
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
た

だ
、
こ
の
見
解
を
鵜
呑
み
に
す
る
こ
と
も
難
し
く
、
二
国
間
の
「
国
力
の

差
」
に
つ
い
て
は
検
討
を
要
す
る
。
も
し
、
こ
の
強
弱
が
圧
倒
的
な
も
の

だ
と
す
れ
ば
、「
合
従
連
衡
」
が
叫
ば
れ
た
時
代
か
ら
、
百
年
に
も
わ
た
っ

て
統
一
が
成
し
遂
げ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
も
説
明
が
つ
か
な
い
。
ま
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（五） 漢文教材における戦国七雄への視点―趙国の場合―

た
、
常
に
秦
を
恐
れ
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
程
度
の
小
国
で
あ
れ
ば
、

武
霊
王
や
恵
文
王
治
世
下
の
よ
う
に
秦
に
対
し
て
挑
発
的
な
態
度
を
と
り

続
け
て
い
た
時
代
が
あ
っ
た
こ
と
に
も
疑
問
が
残
る
。
楊
寛
は
、
む
し
ろ

趙
の
国
土
の
方
が
秦
よ
り
も
広
大
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
（『
戰
國

史
１
９
９
７
增
訂
版
』第
七
章　

二
七
九
頁
）。

教
材
と
し
て
扱
う
場
合
、
生
徒
へ
の
予
備
知
識
を
与
え
た
方
が
展
開
を

説
明
し
や
す
く
な
る
に
は
違
い
な
い
。
強
大
な
秦
と
卑
小
な
六
国
の
存
在

の
対
立
構
図
は
、
生
徒
に
当
時
の
時
代
状
況
を
整
理
し
て
伝
え
る
こ
と
を

可
能
に
す
る
が
、
指
導
者
と
し
て
は
こ
の
点
を
正
確
に
把
握
し
て
お
か
ね

ば
、
そ
の
説
明
に
破
綻
を
き
た
す
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
三
国
時
代
の

鼎
立
状
態
で
す
ら
統
一
が
至
難
の
業
で
あ
っ
た
の
だ
か
ら
、
そ
う
や
す
や

す
と
秦
が
六
国
を
束
ね
て
し
ま
う
こ
と
は
容
易
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
想

像
が
つ
く
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
趙
国
が
単
元
教
材
と
し
て
い
か
に

受
容
さ
れ
て
き
た
の
か
課
題
も
含
め
て
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
　
　
　
　

三　

現
行
漢
文
教
材
に
見
え
る
趙
国
史
の
課
題

現
行
の
漢
文
教
材
の
中
で
は
「
趙
国
」
を
話
題
に
し
た
故
事
が
い
く
つ

か
散
見
さ
れ
る
。
特
に
、
藺
相
如
の
活
躍
め
ざ
ま
し
い
《
完
璧
帰
趙
》
の

故
事
は
現
在
定
番
教
材
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
お
り
、
強
者
に
も
敢
然
と

立
ち
向
か
う
不
屈
の
精
神
や
廉
頗
と
の
固
い
友
情
な
ど
は
単
元
と
し
て
は

最
適
な
も
の
だ
ろ
う
。
司
馬
遷
も
称
賛
し
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、『
史
記
』

中
に
燦
然
と
光
を
放
っ
て
い
る
の
も
確
か
だ
が
、
先
入
観
の
み
で
こ
の
故

事
を
捉
え
て
し
ま
っ
て
い
る
き
ら
い
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
趙

氏
に
ま
つ
わ
る
三
つ
の
現
行
教
材
を
取
り
あ
げ
て
、
い
く
つ
か
の
観
点
か

ら
取
り
扱
う
上
で
の
留
意
点
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。

⑴
趙
襄
子
と
《
唇
亡
歯
寒
》
故
事

『
戦
国
策
』
に
記
載
さ
れ
る
《
唇
亡
歯
寒
》
に
つ
い
て
は
菊
池
隆
雄
が

こ
れ
を
七
つ
の
場
面
構
成
で
演
劇
的
に
紹
介
す
る
と
い
っ
た
実
践
を
報
告

し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
「
史
伝
」
が
事
実
そ
の
も
の
を
記
載
し
て
い
な
い

点
、
演
劇
的
な
提
示
を
す
る
こ
と
で
時
間
や
空
間
を
自
由
に
行
き
来
で
き

る
点
に
気
づ
か
せ
る
狙
い
が
あ
る
と
い
う（
４
）
。

こ
の
単
元
を
採
録
し
て
い
る
第
一
学
習
社
は
、「
春
秋
時
代
の
大
国
の

分
裂
に
際
し
て
、
い
ず
れ
劣
ら
ぬ
優
れ
た
知
略
を
持
つ
二
人
の
謀
臣
が
、

そ
れ
ぞ
れ
が
仕
え
る
主
君
の
明
不
明
に
よ
っ
て
運
命
を
異
に
す
る
話
で
あ

り
」（『
古
典
Ｂ
』「
古
代
の
史
話
」
）
と
解
説
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
い

う
名
君
と
は
趙
の
当
主
趙
襄
子
の
こ
と
で
あ
り
、
対
す
る
暗
君
と
は
智
伯

を
指
し
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

晋
の
六
卿
の
中
で
一
番
勢
力
を
広
げ
る
智
伯
は
目
障
り
な
趙
襄
子
を
破

る
た
め
に
、
韓
、
魏
と
同
盟
を
呼
び
か
け
て
趙
氏
の
領
地
を
三
者
で
分
け

合
お
う
と
し
た
。
趙
襄
子
は
臣
下
の
張
孟
談
の
勧
め
に
よ
り
晋
陽
に
籠
城

し
て
智
伯
に
抵
抗
す
る
が
、
水
攻
め
に
よ
る
長
期
戦
で
も
あ
っ
た
た
め
、

城
内
の
食
糧
も
底
を
尽
く
。
そ
こ
で
張
孟
談
は
内
密
に
寝
返
り
を
画
策
す

る
た
め
、
韓
、
魏
二
君
の
も
と
へ
と
足
を
運
ん
だ
。

張
孟
談
於
イ
テ

レ

是
ニ

陰
ニ

見
エ
テ

二

韓
・
魏
之
君
ニ

一

曰
ク
「
臣
聞
ク
、『
唇 

亡
ビ
バ
則
チ
歯
寒
シ
ト

。』
今
智
伯
、
帥ひ

き
ヰ
テ

二
二
国
之
君
ヲ

一
、
伐
チ

レ
趙
ヲ
、

趙
将
ニ

レ
亡
ビ
ン
ト
矣
。
亡
ビ
バ
則
チ
二
君
為
ラ
ン
ト

二
之
ガ
次
ト

一
矣
。」

 

（『
戦
国
策
』「
趙
策
」
）
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（六）早稲田教育評論　第 30巻第１号

張
孟
談
は
こ
こ
で
巧
み
に
「
唇
亡
び
て
歯
寒
し
」
の
語
を
持
ち
出
し
て

い
る
が
、
こ
れ
は
「
互
い
に
助
け
合
う
べ
き
関
係
に
お
い
て
、
一
方
が
滅

び
た
ら
も
う
片
方
も
危
険
で
あ
る
」
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
我
が
趙
滅
亡
後
は
韓
、
魏
の
番
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
、
そ
れ

な
ら
ば
い
っ
そ
三
氏
が
協
力
し
て
智
伯
を
打
倒
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
同

盟
を
持
ち
か
け
て
い
る
。
一
方
、
智
伯
に
仕
え
る
智
過
は
二
君
の
変
心
を

既
に
見
抜
き
、
主
君
に
魏
、
韓
の
二
君
を
討
つ
か
、
さ
も
な
く
ば
、
そ
の

謀
臣
を
厚
遇
し
て
手
な
づ
け
る
か
、
ど
ち
ら
か
の
策
を
選
ぶ
よ
う
に
と
進

言
す
る
。
智
伯
は
ま
と
も
に
こ
れ
を
取
り
合
お
う
と
は
し
な
か
っ
た
た

め
、
結
果
的
に
智
伯
は
三
氏
同
盟
に
よ
っ
て
滅
ぼ
さ
れ
、
智
過
は
姓
名
を

変
え
て
姿
を
隠
す
と
い
う
顛
末
で
あ
っ
た
。
韓
、
魏
二
君
の
心
を
動
か
し

た
「
唇
亡
び
て
歯
寒
し
」
の
語
は
実
感
を
持
っ
て
聴
く
者
に
迫
っ
た
こ
と

だ
ろ
う
が
、
実
は
こ
れ
が
初
出
で
は
な
い
。
趙
襄
子
の
時
代
を
遡
る
こ
と

更
に
二
百
年
前
の
春
秋
時
代
、
晋
の
献
公
が
虢か

く

を
攻
め
る
た
め
に
虞
公
か

ら
道
を
借
り
受
け
よ
う
と
し
た
件
に
対
し
て
宮
之
奇
が
異
見
す
る
場
面
が

そ
れ
に
当
た
る
。

晋
侯
復
タ
仮
リ

二
道
ヲ
於
虞
ニ

一
以
テ
伐
ツ

レ
虢
ヲ
。
宮
之
奇
諫
メ
テ
曰
ク
「
虢
ハ
、

虞
之
表
也
。
虢
亡
ベ
バ
、
虞
必
ズ

従
ハ
ン

レ

之
ニ
。
晋
ハ

不
レ

可
カ
ラ

レ

啓
ク
。

冦
ハ
不
レ
可
カ
ラ

レ
翫
ブ
。
一
タ
ビ
ス
ル
モ
之
レ
謂
フ

レ
甚
シ
ト
。
其
レ
可
ケ
ン

レ
再
ビ
ス
ル

乎
。
諺
ニ
所
謂
、『
輔
車
相
依
リ
、
唇
亡
ブ
レ
バ
歯
寒
シ
ト
』
者
、
其
レ
虞
・

虢
之
レ
謂
フ
也
ト
。」 

（『
春
秋
左
氏
伝
』
僖
公
五
（
前
六
五
五
）
年
）

晋
の
野
心
を
見
抜
い
た
宮
之
奇
は
そ
の
申
し
出
を
断
る
よ
う
に
進
言
し

た
が
、
虞
公
に
は
聞
き
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
宮
之
奇
の
予
想
通
り
虢
に

続
き
、
虞
も
滅
ぼ
さ
れ
る
。
出
処
が
明
確
で
先
例
を
有
す
る
言
葉
で
あ
る

か
ら
こ
そ
、
韓
、
魏
二
君
も
張
孟
談
の
説
得
に
耳
を
貸
し
た
の
か
も
し
れ

ぬ
が
、
こ
れ
を
見
出
し
に
採
録
す
る
と
こ
の
発
言
が
当
該
故
事
の
典
拠
で

あ
る
と
の
誤
解
を
招
く
恐
れ
も
あ
り
、
配
慮
を
要
す
る
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。

次
に
、「
智
伯
」
と
「
趙
襄
子
」
の
人
柄
を
見
て
み
た
い
。
韓
、
魏
二

君
は
智
伯
を
指
し
て
「
麤
中
に
し
て
親
し
み
少
な
し
」（『
戦
国
策
』「
趙

策
」
）
と
評
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
他
者
か
ら
は
人
間
味
の
薄
い
人
物
と

し
て
見
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
智
過
の
進
言
を
退
け
て
滅

亡
を
招
い
た
智
伯
は
確
か
に
暗
君
に
は
違
い
な
い
。
さ
ら
に
、「
知（
智
）

伯
益

ま
す
ま
す

驕
り
、
地
を
韓
・
魏
に
請
ふ
」（
『
史
記
』「
趙
世
家
」
）
と
い
っ

た
記
述
か
ら
は
、
彼
ら
に
土
地
の
割
譲
を
求
め
る
な
ど
の
尊
大
な
態
度
が

強
調
さ
れ
て
い
る
。
あ
ま
つ
さ
え
割
譲
要
求
を
拒
絶
し
た
趙
氏
に
対
し
て

は
、「
知
伯
酔
ひ
、
酒
を
以
て
灌
ぎ
て
毋ぶ

じ
ゅ
つ恤（
趙
襄
子
）を
撃
つ
」（「
趙
世

家
」）
と
趙
襄
子
を
酒
席
で
叩
く
と
い
っ
た
智
伯
の
粗
暴
な
一
面
ま
で
描

か
れ
て
い
る
。

一
方
で
、
趙
襄
子
の
人
柄
は
い
か
が
だ
ろ
う
か
。
韓
、
魏
二
君
の
取
り

込
み
に
成
功
し
た
張
孟
談
か
ら
の
「
今
暮
撃
た
ず
ん
ば
、
必
ず
之
に
後
れ

ん
」（『
戦
国
策
』
）
と
い
う
進
言
に
対
し
て
、
一
言
「
諾
」
と
即
答
し
た

趙
襄
子
は
確
か
に
名
君
と
呼
ぶ
に
値
し
よ
う
。
そ
の
父
趙
簡
子（
趙
鞅
）も

人
心
掌
握
に
長
け
て
お
り
、
そ
の
優
れ
た
資
質
を
示
す
逸
話
が
数
多
く
残

さ
れ
て
い
る（
５
）
。
そ
の
趙
簡
子
が
後
嗣
を
選
ぶ
に
際
し
て
、「
尽
く
諸
子
を
召

し
て
与と

も

に
語
る
。
毋
恤
最
も
賢
な
り
」（「
趙
世
家
」
）
と
判
断
し
て
い
る
こ

と
か
ら
も
、
庶
出
で
あ
っ
た
趙
襄
子
の
優
れ
た
資
質
は
疑
い
よ
う
も
な
い
。

智
伯
と
趙
襄
子
の
両
者
の
賢
愚
は
対
照
的
で
あ
る
よ
う
に
も
見
え
る
。

『
戦
国
策
』
に
は
智
伯
滅
亡
に
続
き
、
刺
客
予
譲
の
物
語
が
始
ま
る
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（『
史
記
』「
刺
客
列
伝
」
に
も
同
様
の
記
述
が
あ
る
）。「
刺
客
」
と
い
え

ば
、
戦
国
末
期
に
秦
の
始
皇
帝
の
暗
殺
を
試
み
た
荊
軻
が
思
い
浮
か
ぶ
。

刺
客
と
な
り
自
己
を
犠
牲
に
し
て
ま
で
大
役
を
果
た
そ
う
と
し
た
も
の

の
、
無
念
の
気
持
ち
で
散
っ
た
人
物
の
姿
に
は
胸
を
打
つ
も
の
が
あ
る
。

荊
軻
よ
り
遥
か
昔
の
春
秋
時
代
、
智
伯
の
た
め
に
刺
客
と
化
し
た
予
譲

は
、
当
初
范
氏
、
中
行
氏
に
仕
え
た
も
の
の
、
ど
ち
ら
か
ら
も
厚
く
遇
さ

れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
智
伯
の
も
と
で
国
士
の
扱
い
を
受
け
て
恩
義

を
感
じ
た
予
譲
は
、
智
伯
謀
殺
後
に
「
士
は
己
を
知
る
者
の
為
に
死
す
」

と
い
う
言
葉
を
放
っ
て
復
讐
を
決
意
す
る
。
容
姿
を
爛
れ
さ
せ
て
炭
を

飲
ん
で
声
を
変
え
て
ま
で
、
仇
で
あ
る
趙
襄
子
を
付
け
狙
う
が
、
結
局

は
討
ち
果
た
す
こ
と
が
で
き
ず
、
趙
襄
子
か
ら
譲
り
受
け
た
衣
服
を
剣

で
三
度
突
い
て
、「
こ
れ
で
あ
の
世
の
智
伯
に
顔
向
け
で
き
る
」
と
言
い

残
し
て
果
て
る
。
予
譲
の
側
か
ら
見
れ
ば
、
仇
で
あ
る
趙
襄
子
は
ど
の

よ
う
な
存
在
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
智
伯
に
対
す
る
趙
襄
子
の
憎
し
み

は
「
趙
襄
子
最
も
智
伯
を
怨
み
て
、
其
の
頭
を
将も
つ

て
飲
器
と
為
す
」（『
戦

国
策
』「
趙
策
」）
ま
で
に
達
し
て
い
た
と
い
う
。
名
君
に
ふ
さ
わ
し
く

予
譲
の
立
場
に
理
解
を
示
し
て
は
い
る
も
の
の
、
亡
き
主
君
の
領
地
を

貪
り
、
そ
の
髑
髏
を
杯
に
し
て
酒
を
飲
ん
で
い
た
趙
襄
子
の
姿
は
、
予

譲
の
目
に
は
さ
ぞ
か
し
傲
岸
不
遜
な
態
度
に
映
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
趙

襄
子
に
対
す
る
横
暴
な
態
度
と
、
予
譲
を
厚
く
遇
す
る
徳
者
と
し
て
の

一
面
と
い
う
智
伯
の
表
裏
を
示
す
二
面
性
に
つ
い
て
の
理
解
は
い
く
つ

か
の
故
事
を
散
見
し
な
け
れ
ば
到
達
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
堯
舜
、
桀

紂
を
は
じ
め
と
す
る
中
国
の
歴
史
上
の
人
物
は
と
か
く
善
悪
ど
ち
ら
か

の
イ
メ
ー
ジ
が
色
濃
く
付
さ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
い
く
つ
か
の
視
点
で

書
き
分
け
ら
れ
て
い
る
人
物
に
つ
い
て
は
、
一
方
的
な
見
方
に
と
ら
わ

れ
て
し
ま
う
と
、
史
観
の
中
立
性
を
損
な
う
恐
れ
が
あ
る
。

ち
な
み
に
、
趙
襄
子
に
は
「
人
の
利
に
乗
じ
な
い
」
徳
性
が
、
彼
を
強

国
の
君
主
の
地
位
に
つ
け
た
理
由
で
あ
っ
た
と
す
る
記
述
が
『
新
序
』「
雑

事
」
に
見
え
る
。
彼
に
は
「
滅
び
」
を
問
い
に
し
た
逸
話
も
多
く
、
五
日

も
の
間
宴
会
に
耽
っ
て
い
た
自
身
を
顧
み
て
家
臣
に
殷
の
紂
王
と
比
較
さ

せ
た
逸
話
（「
刺
奢
」
）、
春
秋
呉
の
滅
亡
理
由
に
つ
い
て
家
臣
と
問
答
す

る
逸
話
（「
雑
事
」
）
な
ど
も
『
新
序
』
に
見
え
る
。
常
に
予
見
性
の
イ
メ
ー

ジ
を
備
え
た
人
物
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
臣
下
で

あ
る
張
孟
談
が
「
唇
亡
歯
寒
」
の
寓
言
を
持
ち
出
し
て
説
得
し
た
脳
裏
に

は
、
二
百
年
前
の
虢
、
虞
の
先
例
が
当
然
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
趙
襄
子
は
ち
ょ
う
ど
孔
子
の
生
存
し
た
時
代
に
当
た
り
、

趙
襄
子
の
父
趙
簡
子
が
子
貢
に
孔
子
の
人
柄
を
聞
い
て
大
い
に
感
服
し

た
話
（『
説
苑
』「
善
説
」
）、
孔
子
が
『
春
秋
』
に
「
趙
簡
子
が
晋
君
に

背
い
た
」
と
記
述
し
た
話
（『
史
記
』「
趙
世
家
」
）、
逆
に
天
下
を
窺
う

た
め
に
は
障
害
と
な
る
孔
子
を
招
き
寄
せ
て
殺
害
し
よ
う
と
企
て
た
話

（『
説
苑
』「
権
謀
」
）
な
ど
も
伝
わ
る
。

ま
た
、
趙
襄
子
自
身
も
孔
子
と
直
接
的
、
間
接
的
に
や
り
と
り
を
し
た

と
す
る
逸
話
が
見
受
け
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
孔
子
に
好

感
を
持
た
れ
て
い
る
も
の
ば
か
り
で
は
な
く
、
そ
の
評
価
を
下
げ
る
よ
う

な
話
も
残
さ
れ
て
い
る
。『
列
子
』「
説
符
」
に
は
翟て

き

を
攻
略
し
た
趙
襄
子

が
二
城
を
た
や
す
く
手
に
入
れ
た
こ
と
を
憂
え
、
滅
亡
は
我
が
一
族
に
も

及
ぶ
の
で
は
な
い
か
と
危
惧
す
る
場
面
が
あ
る（
６
）
。
こ
の
話
を
伝
え
聞
い
た

孔
子
は
「
趙
昌さ

か

え
ん
か
」
と
予
知
し
、
彼
の「
持
勝
」
の
た
め
の
謙
虚
な

姿
勢
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。
趙
襄
子
の
謙
虚
な
人
と
な
り
を
窺
い
知
る

こ
と
が
で
き
る
一
例
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
反
し
て
『
説
苑
』「
善
説
」
で
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は
孔
子
と
直
接
の
会
話
を
交
わ
す
場
面
に
お
い
て
、
趙
襄
子
の
あ
ま
り
に

も
不
躾
な
言
葉
を
伝
え
て
い
る
。
こ
と
も
あ
ろ
う
に
、
孔
子
に
面
と
向

か
っ
て
「
先
生
質し

を
委
し
て
以
て
人
主
に
見
ゆ
る
こ
と
七
十
君
。
而
も
通

ず
る
所
無
し
。
識
ら
ず
世
に
名
君
無
き
か
。
意お

も

ふ
に
先
生
の
道
固ま

こ
と

に
通
ぜ

ざ
る
か
」
と
尋
ね
て
い
る
の
で
あ
る
。
高
邁
な
思
想
が
諸
侯
に
受
け
入
れ

ら
れ
な
い
現
状
に
つ
い
て
、
趙
襄
子
か
ら
の
単
刀
直
入
な
質
問
に
対
し
て

黙
殺
す
る
孔
子
の
不
快
な
気
持
ち
は
察
す
る
に
あ
ま
り
あ
る
。
こ
う
し
た

逸
話
に
見
え
る
趙
襄
子
の
姿
に
は
時
に
謙
虚
に
、
時
に
尊
大
さ
を
見
せ
る

人
間
臭
さ
を
あ
ぶ
り
出
し
て
い
る
。
智
伯
、
趙
襄
子
双
方
の
二
面
性
を
確

認
し
て
お
く
こ
と
で
、
単
に
明
暗
で
割
り
切
れ
な
い
君
主
の
本
質
に
近
づ

く
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

⑵
趙
粛
侯
と
《
鶏
口
牛
後
》
故
事

《
鶏
口
牛
後
》
を
採
録
す
る
現
行
教
科
書
全
て
が
『
十
八
史
略
』「
春
秋

戦
国
」
を
出
典
と
し
て
い
る
。
こ
の
故
事
は
、
蘇
秦
が
趙
の
粛
侯
に
「
六

国
合
従
」
を
説
く
場
面
に
お
い
て
持
ち
出
さ
れ
た
寓
言
で
あ
り
、『
史
記
』

「
蘇
秦
列
伝
」、『
戦
国
策
』「
趙
策
」
に
は
か
な
り
詳
細
な
概
要
が
見
え

る
。『
十
八
史
略
』
の
簡
潔
な
記
述
は
、
読
者
に
状
況
把
握
を
容
易
に
す

る
と
い
う
利
点
が
あ
る
も
の
の
、
そ
の
反
面
で
細
部
に
お
い
て
は
誤
解
を

生
じ
さ
せ
る
懸
念
も
あ
る
。『
史
記
』「
蘇
秦
列
伝
」
に
つ
い
て
は
、
蘇
秦

の
事
跡
に
お
け
る
年
代
の
齟
齬
や
当
時
の
六
国
が
ま
だ
合
従
策
を
受
け
入

れ
る
情
勢
で
は
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、「
蘇
秦
列
伝
」
そ
の
も
の
を
「
虚

構
」
と
し
た
指
摘
な
ど
も
あ
る（
７
）
。「
史
伝
」
を
そ
の
ま
ま
史
実
と
す
る
先

入
観
に
は
十
分
に
配
慮
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。
ま
た
、
教
材
の
出
典
で
あ
る

『
十
八
史
略
』
は
『
史
記
』
を
さ
ら
に
簡
略
化
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、

よ
り
い
っ
そ
う
の
配
慮
を
要
す
る
も
の
だ
ろ
う
。
ま
た
、
司
馬
遷
は
『
史

記
』
の
戦
国
記
事
執
筆
に
当
た
っ
て
は
『
戦
国
策
』
の
原
型
で
あ
る
『
国

策
』
な
ど
を
利
用
し
て
お
り（
８
）
、
両
者
の
類
似
性
は
大
き
い
こ
と
も
あ
る
た

め
、
こ
こ
で
は
『
史
記
』「
蘇
秦
列
伝
」
と
『
十
八
史
略
』「
春
秋
戦
国
」

の
該
当
箇
所
を
取
り
あ
げ
て
蘇
秦
の
説
得
方
法
の
経
緯
に
つ
い
て
比
較
考

察
し
た
い
。

即
チ
因
リ
テ
説
キ
テ

二
趙
ノ
粛
侯
ニ

一
曰
ク
「
天
下
ノ
卿
相
・
人
臣
・
及い

た
ル
マ
デ

二 

布
衣
之
士
ニ

一
、
皆
高
二‾

賢
ト
シ

君
之
行
義
ヲ

一
、
皆
願
フ

三

奉
ジ

レ

教
ヘ
ヲ 

陳の

ブ
ル
ヲ

二
忠
ヲ
於
前
ニ

一
之
日
久
シ
矣
。
…
窃
ニ
為
ニ

レ
君
ノ
計
ル
者こ

と
ハ
、
莫
シ

レ 

若
ク
ハ

二
安
ン
ジ

レ
民
ヲ

無
キ
ニ

一レ
事
。
且
ツ

無
カ
レ

二
庸も

つ
テ

有
ル

一レ
事
二
於
民
ニ

一
。 

安
ン
ズ
ル

レ

民
ヲ

之
本
ハ
、
在
リ

二

於
択
ブ
ニ

一レ

交
ハ
リ
ヲ
。
択
ビ
テ

レ

交
ハ
リ
ヲ

而 

得
バ
、
則
チ
民
安
ク
、
択
ビ
テ

レ
交
ハ
リ
ヲ
不
ハ

レ
得
、
則
チ
民
終
身
不
レ
安
ン
ゼ
。
請
フ
、 

言
ハ
ン

二

外
患
ヲ

一
、
斉
・
秦
為
リ
テ

二

両
敵
ト

一
、
而
民
不
レ

得
レ

安
キ
ヲ
。

倚よ

リ
テ

レ
秦
ニ
攻
メ
テ

レ
斉
ヲ
、
而
民
不
レ
得
レ
安
キ
ヲ
。
倚
リ
テ

レ
斉
ニ
攻
メ
テ

レ

秦
ヲ
、
而
民
不
レ
得
レ
安
キ
ヲ
。
…
今
大
王
、
与く

み
セ
バ

レ
秦
ニ
、
則
チ
秦
必
ズ

弱
メ
ン

二

韓
・
魏
ヲ

一
。
与
セ
バ

レ

斉
ニ
、
則
チ

斉
必
ズ

弱
メ
ン

二

楚
・
魏
ヲ

一
。

魏
弱
ケ
レ
バ
則
チ
割
カ
ン

二
河
外
ヲ

一
。
宜
陽
効
サ
レ
バ
則
チ
上
郡
絶
エ
ン
。
河
外

割
カ
レ
バ
則
チ
道
不
レ
通
ゼ
。
楚
弱
ケ
レ
バ
則
チ
無
カ
ラ
ン

レ
援
ケ
。
此
ノ
三
策
者
、

不
ル

レ
可
カ
ラ

レ
不
ル

二
熟
計
セ

一
也
。
夫
レ
秦
下
ラ
バ

二
軹
道
ヨ
リ

一
、
則
チ
南
陽 

危
ク
、
劫
カ
シ

レ
韓
ヲ
包か

ネ
バ

レ
周
ヲ
、
則
チ
趙
氏
自
ラ
操
ラ
ン

レ
兵
ヲ
。
拠
リ
テ

レ
衛
ニ 

取
ラ
バ

レ
巻
ヲ
、
則
チ
斉
必
ズ
入
二‾

朝
セ
ン
秦
ニ

一
。
秦
欲
セ
バ

三
已
ニ
得
ン
ト

二
於 

山
東
ヲ

一
、
則
チ
必
ズ
挙
ゲ
テ

レ
兵
ヲ
而
向
ハ
ン

レ
趙
ニ
矣
。
秦
ノ
甲
、
渡
リ

レ
河
ヲ
、 

踰
エ
テ

レ
漳
ヲ
拠
ラ
バ

二
番
吾
ニ

一
、
則
チ
兵
必
ズ
戦
ハ
ン

二
於
邯
鄲
之
下
ニ

一
矣
。

此
レ

臣
之
所
二

為
ニ

レ

君
ノ

患
フ
ル

一

也
。
当
リ
テ

二

今
之
時
ニ

一

山
東
之
建
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国
、
莫
シ

レ
彊
キ
ハ

二
於
趙
ヨ
リ

一
。
趙
ハ
地
方
二
千
余
里
、
帯
甲
数
十
万
、

車
千
乗
、
騎
万
匹
、
粟
、
支
フ

二

数
年
ヲ

一
。
西
ニ

有
リ

二

常
山
一
、
南
ニ

有
リ

二

河
漳
一
、
東
ニ

有
リ

二

清
河
一
、
北
ニ

有
リ

二

燕
国
一
。
燕
ハ

固
ヨ
リ

弱 
国
ニ
シ
テ
、
不
ル

レ
足
ラ

レ
畏
ル
ル
ニ
也
。
秦
之
所
ノ

レ
害
ト
ス
ル

二
於
天
下
ニ

一
者
ハ 

莫
シ

レ
如
ク
ハ

レ
趙
ニ
。
然
レ
ド
モ
而
秦
ノ
不
ル

二
敢
ヘ
テ
挙
ゲ
テ

レ
兵
ヲ
伐
タ

一レ
趙
ヲ 

者
ハ
、
何
ゾ
也
。
畏
ル
レ
バ

三
韓
・
魏
之
議
セ
ン
コ
ト
ヲ

二
其
ノ
後
ヲ

一
也
。
然
ラ
バ 

則
チ
韓
・
魏
ハ
、
趙
之
南
蔽
也
。
秦
之
攻
ム
ル

二
韓
・
魏
ヲ

一
也
、
無
シ

レ
有
ル

二 

名
山
大
川
之
限
リ

一
、
稍
ク

蚕
二‾

食
シ

之
ヲ

一
、
傅い

た
リ
テ

二

国
都
ニ

一

而
止
ム
。 

韓
・
魏
、
不
ハ

レ
能
ハ

レ
支
フ
ル
コ
ト

レ
秦
ヲ
、
必
ズ
入
リ
テ
臣
タ
ラ
ン

二
於
秦
ニ

一
。

秦
、
無
ケ
レ
バ

二
韓
魏
之
規
一
、
則
チ
禍
必
ズ
中
ラ
ン

二
於
趙
ニ

一
。
此
レ
臣
之

所
二
為
ニ

レ
君
ノ
患
フ
ル

一
也
。
…
臣
窃
カ
ニ
以
テ

二
天
下
之
地
図
ヲ

一
案
ズ
ル
ニ

レ 

之
ヲ
、
諸
侯
之
地
、
五
二‾

倍
シ

於
秦
ニ

一
、
料
二‾

度
ス
ル
ニ

諸
侯
之
卒
ヲ

一
、

十
二‾

倍
ス
於
秦
ニ

一
。
六
国
為
リ

レ
一
ト
、
幷
セ
テ

レ
力
ヲ
西
郷
シ
テ
而
攻
メ
バ

レ

秦
ヲ
、
秦
必
ズ
破
レ
ン
矣
。
今
西
面
シ
テ
事
ヘ
バ

レ
之
ニ
、
見ら

レ
ン

レ
臣
ト
セ

二
於

秦
ニ

一
。
夫
レ
破
ル
ト

レ
人
ヲ
之
与
レ
破
ラ
ル
ル

二
於
人
ニ

一
也
、
臣
ト
ス
ル
ト

レ
人
ヲ 

之
与
レ
臣
ト
セ
ラ
ル
ル
二
於
人
ニ

一
也
、
豈
ニ
可
ケ
ン

二
同
日
ニ
シ
テ
而
論
ズ

一
哉
。… 

六
国
従
親
シ
テ
以
テ
賓し

り
ぞ

ケ
バ

レ
秦
ヲ
、
則
チ
秦
ノ
甲
必
ズ
不
ラ
ン

下
敢
ヘ
テ
出
デ
テ

二

於
函
谷
ヲ

一
以
テ
害
セ

中
山
東
ヲ

上
矣
。
如
ク
セ
バ

レ
此
ノ
、
覇
王
之
業
成
ラ
ン
ト 

矣
。」

趙
王
曰
ク「
寡
人
年
少
ク
、立
ツ
コ
ト

レ
国
ニ
日
浅
ク
、
未
ダ

二
嘗
テ
得
一レ

聞
ク
ヲ

二 

社
稷
之
長
計
ヲ

一
也
。
今
、
上
客
有
リ

レ
意
下

存
シ
テ

二
天
下
ヲ

一
安
ン
ズ
ル
ニ

中 

諸
侯
ヲ

上
。
寡
人
、
敬つ

つ
し
ミ
テ

以
テ

レ

国
ヲ

従
ハ
ン
ト

」。
乃
チ

飾と
と
の
ヘ

二

車
百
乗
・

黄
金
千
溢
・
白
璧
百
双
・
錦
繍
千
純
ヲ

一
、
以
テ

約
セ
シ
ム

二

諸
侯
ニ

一
。 

 

（『
史
記
』「
蘇
秦
列
伝（
９
）
」
）

説
キ
テ

二
粛
侯
ニ

一
曰
ク
「
諸
侯
ノ
卒
、
十
二‾

倍
ス
於
秦
ニ

一
。
幷
セ
テ

レ
力
ヲ
西
ニ 

向
ハ
バ
、
秦
必
ズ

破
レ
ン

矣
。
為
ニ

二

大
王
ノ

一

計
ル
ニ
、
莫
シ
ト

レ

若
ク
ハ

二

六

国
従
親
シ
テ
以
テ
擯し

り
ぞ

ク
ル
ニ

一レ
秦
ヲ
。」
粛
侯
乃
チ
資
シ

レ
之
ニ
、
以
テ
約
ス

二
諸

侯
ニ

一
。 

（
『
十
八
史
略
』「
春
秋
戦
国
」
）

両
者
を
比
較
す
る
と
、
蘇
秦
が
趙
の
粛
侯
に
合
従
策
を
働
き
か
け
る
に

際
し
て
、
微
妙
な
響
き
の
違
い
を
含
ん
で
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
特
に
、

『
史
記
』
や
『
戦
国
策
』
で
は
、
ま
ず
強
敵
と
し
て
秦
以
外
に
斉
と
い
う

大
国
を
持
ち
出
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
結
果
的
に
は
ど
ち
ら
と

組
ん
だ
場
合
に
も
秦
の
脅
威
が
強
調
さ
れ
る
流
れ
と
な
っ
て
い
る
が
、
加

え
て
趙
の
国
力
も
称
揚
し
な
が
ら
、
そ
の
力
に
は
秦
で
さ
え
も
一
目
を
置

く
ほ
ど
で
あ
る
こ
と
も
言
及
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、『
十
八
史
略
』

の
方
で
は
対
秦
政
策
に
向
け
て
他
国
と
の
同
盟
で
対
抗
せ
ん
と
す
る
「
六

国
合
従
」
し
か
選
択
肢
が
用
意
さ
れ
て
お
ら
ず
、
秦
の
超
然
的
な
存
在
感

の
み
が
強
調
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
。
ま
た
、
こ
の
話
の
前

提
に
な
る
秦
の
脅
威
に
つ
い
て
、『
十
八
史
略
』
で
は
「
秦
人
、
地
の
割

譲
す
る
を
求
む
」
と
歴
然
た
る
事
実
と
し
て
差
し
迫
っ
た
状
況
が
語
ら
れ

て
い
る
の
に
対
し
て
、『
史
記
』
で
は
蘇
秦
の
発
言
か
ら
連
衡
策
論
者
の

動
向
に
見
え
隠
れ
す
る
程
度
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

「
夫か

ノ
衡
人
者
、
皆
欲
ス

下
割
キ
テ

二
諸
侯
之
地
ヲ

一
以
テ
予あ

た
ヘ
シ
メ
ン
ト

上
レ
秦
ニ
。 

秦
ト
成た

ひ
ら
ガ
バ
、
則
チ
高
ク
シ
テ

二
台
榭
ヲ

一
、
美
ニ
シ
テ

二
宮
室
ヲ

一
、
聴
キ

二
竽
瑟

之
音
ヲ

一
、
前
ニ
ハ
有
リ

二
楼
闕
・
軒
轅
一
、
後
ニ
ハ
有
リ

二
長
姣
タ
ル
美
人
一
。

国
被か

う
む
ル
モ

二

秦
ノ

患
ヘ
ヲ

一
、
而
モ

不
ラ
ン

レ

与あ
づ
か
ラ

二

其
ノ

憂
ヒ
ヲ

一
。
是
ノ

故
ニ 

夫
ノ
衡
人
ハ
日
夜
務
メ
テ
以
テ

二
秦
ノ
権
ヲ

一
恐
二‾

喝
シ
諸
侯
ヲ

一
、
以
テ
求
ム

レ
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割
カ
シ
メ
ン
コ
ト
ヲ

レ
地
ヲ
。
故
ニ
願
ハ
ク
ハ
大
王
、
孰
二‾

計
セ
ン
コ
ト
ヲ
之
ヲ

一
也
。」

衡
人
（
連
衡
策
論
者
）
た
ち
は
自
分
の
手
柄
の
た
め
に
秦
王
に
説
き
ふ
せ

て
、
諸
侯
に
対
し
て
地
の
割
譲
を
求
め
て
い
る
か
ら
気
を
つ
け
た
方
が
よ
い
と

説
得
す
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
外
患
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
な
い
が
、
間
接

的
な
情
報
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
そ
こ
に
張
り
詰
め
ら
れ
た
緊
張
感
は
『
十
八

史
略
』
ほ
ど
は
切
実
な
も
の
で
は
な
い
。『
十
八
史
略
』
は
『
史
記
』
に
多
用

さ
れ
た
会
話
箇
所
を
し
ば
し
ば
省
略
し
、
人
物
間
の
口
答
で
の
や
り
と
り
も

し
ば
し
ば
公
然
た
る
事
実
の
よ
う
に
地
の
文
に
挿
入
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
点
を
踏
ま
え
て
み
て
も
、
趙
が
周
辺
諸
国
な
ど
と
比
較
し
て
も

秦
に
す
ぐ
に
併
呑
さ
れ
る
よ
う
な
弱
国
で
は
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
お
く

必
要
が
あ
る
。
蘇
秦
の
よ
う
な
遊
説
家
は
対
話
相
手
に
向
け
て
は
と
か
く

脚
色
し
て
語
る
こ
と
が
常
で
あ
ろ
う
か
ら
、
粛
侯
に
説
い
た
趙
の
美
点
に

つ
い
て
は
そ
の
ま
ま
鵜
呑
み
に
す
る
こ
と
は
で
き
ま
い
が
、
た
だ
、
趙
遊

説
前
に
燕
の
文
侯
に
対
し
て
も
趙
が
秦
と
の
戦
い
に
し
ば
し
ば
勝
利
し
た

こ
と
に
触
れ
て
お
り
、
趙
国
の
優
位
性
は
そ
れ
な
り
に
説
得
力
を
持
っ
て

見
ら
れ
て
い
た
は
ず
だ
。

「
夫
レ

燕
之
所
四‾

以
ノ

不
ル

三

犯
サ
レ

レ

寇
ヲ

被
ラ

二

甲
兵
ヲ

一

者
ハ
、
以
テ

二

趙

之
為
ル
ヲ

一レ
蔽
二
其
ノ
南
ニ

一
也
。
秦
・
趙
五
タ
ビ
戦
ヒ
、
秦
再
ビ
勝
チ
テ
而
趙

三
タ
ビ
勝
ツ
。
秦
趙
相
斃つ

か
レ
、
而
モ
王
ハ
以
テ

二
全
燕
ヲ

一
制
ス

二
其
ノ
後
ヲ

一
。 

此
レ
燕
之
所
二‾

以
不
ル

一レ
犯
サ
レ

レ
寇
ニ
也
ト
。」 

（
「
蘇
秦
列
伝
」
）

こ
の
よ
う
に
、
秦
と
趙
と
が
互
角
に
渡
り
合
っ
て
き
た
陰
で
燕
が
無
傷

で
何
と
か
保
っ
て
い
た
こ
と
を
語
っ
て
お
り
、
強
国
た
る
趙
の
イ
メ
ー
ジ

に
改
め
て
気
づ
か
さ
れ
る
。
文
侯
も
こ
れ
に
「
吾
が
国
は
小
に
し
て
西
は

強
趙
に
迫
り
、
南
は
斉
に
近
し
。
斉
・
趙
は
彊
国
な
り
。
子
、
必
ず
燕
を

安
ん
ぜ
ん
と
欲
せ
ば
、
寡
人
請
ふ
。
国
を
以
て
従
は
ん
」
と
国
情
を
吐
露

し
て
お
り
、
小
国
の
実
感
を
滲
ま
せ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
蘇
秦
が
合
従
策
を
決
意
さ
せ
る
た
め
に
諸
侯
に
向
け
ら
れ
た

鄙
諺
「
寧
ろ
鶏
口
と
為
る
と
も
牛
後
と
為
る
無
か
れ
」
を
切
り
出
す
場
面

に
つ
い
て
も
両
者
に
お
け
る
違
い
を
感
じ
取
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

（
蘇
秦
）「
臣
聞
ク
、
鄙
諺
ニ

曰
ク
『
寧
ロ

為
ル
ト
モ

二

鶏
口
ト

一
、
無
カ
レ
ト

レ

為
ル

二

牛
後
ト

一
。』
今
西
面
シ
テ

交
ヘ
テ

レ

臂ひ
ぢ
ヲ

而
臣
事
フ
ル
ハ

レ

秦
ニ
、
何
ゾ 

異
ナ
ラ
ン

二

於
牛
後
ニ

一

乎
。
夫
レ

以
テ

二

大
王
之
賢
ヲ

一
、
挟
テ

二

彊
韓
之 

兵
ヲ

一
、
而
モ
有
ル
ハ

二
牛
後
之
名
一
、
臣
窃
カ
ニ
為
ニ

二
大
王
ノ

一
羞
ヅ
ト

レ
之
ヲ
。」

 

（
「
蘇
秦
列
伝
」
）

蘇
秦
以
テ

二

鄙
諺
ヲ

一

説
キ
テ

二

諸
侯
ニ

一

曰
ク
、「
寧
ロ

為
ル
ト
モ

二

鶏
口
ト

一
、

無
カ
レ
ト

レ
為
ル

二
牛
後
ト

一
。」
於
イ
テ

レ
是
ニ
六
国
従
合
ス
。

 

（
『
十
八
史
略
』「
春
秋
戦
国
」
）

『
十
八
史
略
』
の
方
で
は
六
国
（
特
に
最
初
に
「
合
従
策
」
を
提
示
し

た
趙
に
向
け
ら
れ
た
も
の
）
と
読
み
取
ら
れ
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
ろ

う
。
粛
侯
は
年
が
若
い
か
ら
と
蘇
秦
の
指
示
に
そ
の
ま
ま
従
う
形
に
な
っ

て
い
る
。
出
典
の
「
蘇
秦
列
伝
」
で
は
、
明
ら
か
に
三
国
目
の
遊
説
先
で

あ
っ
た
韓
の
宣
王
を
激
し
た
言
葉
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
（『
戦
国
策
』

「
韓
策
」
に
も
同
様
の
記
述
が
見
受
け
ら
れ
る
）。
蘇
秦
は
言
葉
の
効
果
を

感
じ
つ
つ
、
こ
の
鄙
諺
を
持
ち
出
す
相
手
も
選
ん
だ
は
ず
で
あ
ろ
う
。
果

た
し
て
、
宣
王
は
顔
色
を
変
え
て
天
を
仰
い
で
大
息
し
て
「
寡
人
不
肖
な
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り
と
雖
も
必
ず
秦
に
事
ふ
る
こ
と
能
は
ず
」
と
激
昂
し
て
い
る
。
こ
う
し

て
一
度
は
達
成
さ
れ
た
合
従
策
で
あ
っ
た
が
、
結
果
的
に
は
秦
の
画
策
に

よ
り
同
盟
が
取
り
崩
さ
れ
て
、
蘇
秦
も
燕
に
亡
命
す
る
。

そ
の
虚
構
性
が
指
摘
さ
れ
る
「
蘇
秦
列
伝
」
は
史
実
と
し
て
鵜
呑
み
に

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
に
し
て
も
、
こ
れ
が
戦
国
時
代
の
実
態
を
伝
え
る

貴
重
な
漢
文
教
材
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
が
無
い
。
た
だ
、
簡
便
な

『
十
八
史
略
』
の
記
述
は
時
と
し
て
生
徒
を
ミ
ス
リ
ー
ド
す
る
危
険
性
も

孕
ん
で
い
る
。
そ
も
そ
も
洛
陽
出
身
の
蘇
秦
が
最
初
に
仕
官
先
に
選
ん
だ

の
が
東
周
で
あ
り
、
次
に
秦
、
そ
れ
か
ら
趙
の
順
番
で
あ
っ
た
。
秦
で
は

商
鞅
誅
殺
直
後
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
弁
士
と
い
っ
た
者
を
信
用
し
な
か
っ

た
し
、
趙
で
は
粛
侯
の
弟
奉
陽
君
に
よ
っ
て
入
国
を
拒
ま
れ
た
こ
と
も
明

記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
蘇
秦
自
身
が
強
大
国
に
魅
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と

を
意
味
す
る
。
燕
遊
説
後
は
そ
の
国
情
を
察
し
て
「
六
国
合
従
」
を
新
た

に
進
言
し
、
各
地
に
遊
説
す
る
流
れ
と
な
る
。
以
上
の
点
か
ら
も
秦
を
取

り
巻
く
六
国
が
等
し
く
弱
国
で
あ
る
と
い
っ
た
先
入
観
は
見
直
し
て
い
か

ね
ば
な
る
ま
い
。

⑶
恵
文
王
と
《
完
璧
帰
趙
》
故
事

粛
侯
の
孫
に
当
た
る
恵
文
王
の
時
代
の
故
事
《
完
璧
帰
趙
》
に
つ
い
て

は
、
多
く
の
教
材
に
採
録
さ
れ
て
い
る
。「
完
璧
」
の
語
源
譚
と
し
て
大

変
有
名
な
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
単
元
の
指
導
に
際
し
て
は
特
に
「
璧﹅

」

を
「
壁0

」
と
書
き
誤
ら
な
い
よ
う
注
意
を
促
す
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。
こ
ち
ら

は
、『
史
記
』「
廉
頗
藺
相
如
列
伝
」
と
『
十
八
史
略
』
の
双
方
が
典
拠
に

用
い
ら
れ
、
文
脈
も
若
干
異
な
っ
て
い
る
。『
十
八
史
略
』
の
方
は
簡
略

で
読
み
進
め
や
す
い
と
い
う
利
点
が
あ
る
一
方
で
、
細
部
に
わ
た
っ
て
は

や
は
り
誤
解
を
生
じ
さ
せ
る
記
述
も
あ
る
。
町
田
静
隆
は
こ
の
単
元
に
つ

い
て
「
簡
潔
な
が
ら
人
間
の
本
質
を
つ
い
た
記
述
に
富
む
『
十
八
史
略
』

は
、
再
評
価
さ
れ
る
べ
き
教
材
と
言
え
よ
う
。
記
述
の
足
り
な
い
と
こ
ろ

は
『
史
記
』
で
補
え
ば
よ
い
こ
と
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る）
10
（

が
、
実
際
に

両
者
を
読
み
比
べ
る
と
微
妙
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
違
い
に
気
づ
か
さ
れ
る
。

《
澠
池
之
会
》
に
つ
い
て
は
、「
趙
世
家
」
に
は
「
二
十
年
、
廉
頗
将
と
し

て
斉
を
攻
む
。
王
、
秦
の
昭
王
と
西
河
の
外
に
遇
ふ
」
と
い
っ
た
簡
単
な

記
述
し
か
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
趙
家
の
重
要
事
と
い
う
よ
り
は
藺
相

如
の
個
人
的
な
功
績
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。「
廉
頗
藺

相
如
列
伝
」
と
『
十
八
史
略
』
を
見
比
べ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

ま
ず
、
秦
の
国
よ
り
和
氏
の
璧
が
要
求
さ
れ
る
場
面
、
つ
ま
り
藺
相
如

が
登
場
す
る
場
面
で
あ
る
。

趙
ノ

恵
文
王
ノ

時
、
得
タ
リ

二

楚
ノ

和
氏
ノ

璧
ヲ

一
。
秦
ノ

昭
王
聞
キ

レ

之
ヲ
、 

使
メ
テ

三
人
ヲ
シ
テ
遺お

く
ラ

ニ
趙
王
ニ
書
ヲ

一
、
願
ハ
ク
ハ
以
テ

二
十
五
城
ヲ

一
、
請
フ
ト

レ 

易
ヘ
ン
ト

レ
璧
ニ
。
趙
王
ハ
与
二
大
将
軍
廉
頗
・
諸
大
人
一
謀
ル
。
欲
ス
レ
バ

レ

予
ヘ
ン
ト

レ
秦
ニ
、
秦
ノ
城
、
恐
ラ
ク
ハ　

不
シ
テ

レ
可
カ
ラ

レ
得
、
徒

い
た
づ
ら

ニ
見れ

ン
レ
欺
カ
。 

欲
ス
レ
バ

レ

勿
カ
ラ
ン
ト

レ

予
フ
ル
、
即
チ

患
フ

二

秦
ノ

兵
之
来
ラ
ン
コ
ト
ヲ

一
。
計 

未
ダ

レ
定
ラ
。
求
ム

二
可
キ

レ
使
ム

レ
報
ゼ

レ
秦
ニ
者
ヲ

一
。
未
ダ

レ
得
。
宦
者
ノ
令 

繆び
う
け
ん賢
曰
ク
「
臣
ノ
舎
人
藺
相
如
、
可
シ
ト

レ
使
ヒ
ス
。」…
於
イ
テ

レ
是
ニ
王
、
召
シ 

見
テ
、
問
ヒ
テ

二
藺
相
如
ニ

一
曰
ク
「
秦
王
以
テ

二
十
五
城
ヲ

一
請
フ

レ
易
ヘ
ン
ト

二 

寡
人
之
璧
ニ

一
。
可
キ
ヤ

レ
予
フ
不
ヤ
ト
。」
相
如
曰
ク
「
秦
彊
ク
シ
テ
而
趙
弱
シ
。 

不
レ
可
カ
ラ

レ
不
ル

レ
許
サ
。」
王
曰
ク
「
取
リ
テ

二
吾
ガ
璧
ヲ

一
、
不
ン
バ

レ
予
ヘ

二 
我
ニ
城
ヲ

一
、
奈
何
ト
。」
相
如
曰
ク
「
秦
、
以
テ

レ
城
ヲ
求
ム

レ
璧
ヲ
、
而
趙

不
ン
バ

レ

許
サ
、
曲
ハ

有
リ

レ

趙
ニ
。
趙
与
ヘ
テ

レ

璧
ヲ
、
而
秦
不
ン
バ

レ

予
ヘ

二 
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趙
ニ
城
ヲ

一
、
曲
ハ
在
リ

レ
秦
ニ
。
均
ス
ル
ニ

二
之
ノ
二
策
ヲ

一
、
寧
ロ
許
シ
テ
以
テ 

負
ハ
セ
ン
ト

二
秦
ニ
曲
ヲ

一
。」
王
曰
ク
「
誰
カ
可
キ

レ
使
ヒ
ス
者
ゾ
。」
相
如
曰
ク「
王 

必
ズ
無
ク
バ

レ
人
、
臣
願
ハ
ク
ハ
奉
ジ
テ

レ
璧
ヲ
往
キ
テ
使
ヒ
シ
、
城
入
ラ
バ

レ
趙
ニ
而

璧
ヲ
バ

留
ム

レ

秦
ニ
。
城
不
ン
バ

レ

入
ラ
、
臣
請
フ
、
完
ウ
シ
テ

レ

璧
ヲ

帰
ラ
ン
ト

レ 

趙
ニ

。」
趙
王
於
イ
テ

レ
是
ニ
、
遂
ニ
遣
ム

二
相
如
奉
ジ
テ

レ
璧
ヲ
西
ノ
カ
タ
入
ラ

一レ
秦
ニ
。

　
　
　
　
　
　
　
　

 

（
『
史
記
』「
廉
頗
藺
相
如
列
伝
」
）

恵
文
嘗
テ
得
タ
リ

二
楚
ノ
和
氏
ノ
璧
ヲ

一
。秦
ノ
昭
王
、
請
フ

下
以
テ

二
十
五
城
ヲ

一 

易
ヘ
ン
ト

上レ
之
ニ
。
欲
ス
レ
バ

レ
不
ラ
ン
ト

レ
与
ヘ
、
畏
レ

二
秦
ノ
強
キ
ヲ

一
、
欲
ス
レ
バ

レ 

与
ヘ
ン
ト
、
恐
ル

レ
見
ル
ヲ

レ
欺
カ
。
藺
相
如
曰
ク
「
願
ハ
ク
ハ
奉
ジ
テ

レ
璧
ヲ
往
カ
ン
ト
。 

城
不
ン
バ

レ
入
ラ
、
則
チ
臣
請
フ
完
シ
テ

レ
璧
ヲ
而
帰
ラ
ン
ト
。」 

 
（
『
十
八
史
略
』「
春
秋
戦
国
」
）

こ
こ
で
気
づ
く
こ
と
は
、『
史
記
』
で
は
ま
ず
秦
に
璧
を
与
え
る
場
合
、

与
え
な
い
場
合
の
順
で
仮
定
し
て
い
る
が
、
こ
れ
が
続
く
相
如
の
発
言
で

は
逆
の
順
番
で
提
示
さ
れ
て
い
る
。『
十
八
史
略
』
は
こ
の
藺
相
如
の
見

解
に
倣
っ
て
い
る
。
通
常
で
あ
れ
ば
肯
定
し
た
場
合
、
否
定
し
た
場
合
の

順
で
仮
説
を
立
て
る
こ
と
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
相
手
が
ど
ち
ら
を
選
ぶ
べ

き
か
二
者
択
一
に
迷
う
場
合
、
よ
り
望
ま
し
く
な
い
場
面
を
想
定
し
て
か

ら
後
者
を
選
択
す
べ
き
こ
と
を
説
こ
う
と
す
る
藺
相
如
の
姿
勢
に
『
十
八

史
略
』
で
は
焦
点
を
当
て
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

藺
相
如
の
登
場
場
面
に
お
い
て
も
両
者
に
は
大
き
な
相
違
点
が
見
ら
れ

る
。『
史
記
』
で
は
ま
ず
恵
文
王
は
廉
頗
や
諸
大
臣
に
下
問
し
て
い
る
が
、

誰
も
こ
の
打
開
策
を
答
え
る
こ
と
が
で
き
ず
に
い
た
中
で
、
宦
官
の
繆
賢

に
紹
介
さ
れ
る
形
で
登
場
し
、
恵
文
王
の
質
問
に
答
え
る
展
開
と
な
っ
て

い
る
。
こ
う
し
た
一
連
の
流
れ
が
あ
っ
て
こ
そ
後
日
譚
で
あ
る
《
刎
頸
之

交
》
に
お
い
て
廉
頗
が
相
如
の
素
性
の
卑
し
さ
を
揶
揄
す
る
態
度
を
読
み

取
る
こ
と
も
可
能
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
、『
十
八
史
略
』
で
は
相
如
に

つ
い
て
は
登
場
箇
所
が
省
略
さ
れ
て
い
る
た
め
、
恵
文
王
の
直
接
の
下
問

に
対
し
て
答
え
て
い
る
か
の
よ
う
に
も
見
え
、
そ
の
卑
賤
な
出
自
に
つ
い

て
は
直
接
伝
わ
っ
て
こ
な
い
。
さ
ら
に
、
秦
の
昭
王
か
ら
欺
い
て
璧
を
取

り
戻
し
た
経
緯
は
明
瞭
さ
を
欠
い
て
い
る
た
め
、『
史
記
』
と
の
照
合
が

必
要
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
秦
が
交
換
の
約
束
を
果
た
す
場
面
に
つ
い
て

も
両
者
に
差
異
が
見
ら
れ
る
。『
史
記
』
で
は
「
秦
王
大
い
に
喜
び
、
伝

ふ
る
に
以
て
美
人
及
び
左
右
に
示
す
。
左
右
皆
万
歳
を
呼
ぶ
」
の
状
況
を

目
の
当
た
り
に
し
て
、「
相
如
、
秦
王
の
趙
に
城
を
償
ふ
に
意
無
き
を
視

る
」
と
相
如
自
身
に
よ
る
状
況
判
断
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。『
十
八
史

略
』
の
方
は
地
の
文
に
「
秦
王
、
城
に
償
ふ
に
意
無
し
」
と
記
載
し
て
い

る
た
め
、
事
実
と
し
て
読
者
に
提
示
さ
れ
る
。
先
述
の
よ
う
に
、『
十
八

史
略
』
側
を
教
科
書
で
採
用
し
て
い
る
た
め
、
状
況
把
握
に
は
細
心
の
注

意
を
払
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。

そ
も
そ
も
藺
相
如
そ
の
人
物
へ
の
評
価
に
つ
い
て
は
古
来
よ
り
高
い
も

の
が
あ
っ
た
。
有
名
な
と
こ
ろ
で
は
前
漢
の
詩
人
司
馬
犬
子
（
長
卿
）
が

そ
の
人
物
を
慕
っ
て
名
を
「
相
如
」
に
改
め
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る

（『
史
記
』「
司
馬
相
如
列
伝
」
）。
藺
相
如
に
つ
い
て
司
馬
遷
は
次
の
よ
う

に
評
し
て
い
る
。

太
史
公
曰
ク
「
知
レ
バ

レ
死
ヲ
必
ズ
勇
ナ
リ
、
非
ザ
ル

二
死
ス
ル
者こ

と
ノ
難
キ
ニ

一
也
。

処
ス
ル

レ
死
ニ
者
ノ
難
キ
ナ
リ
。
方あ

タ
リ
テ
ハ

三
藺
相
如
ガ
引
キ

レ
璧
ヲ
睨
ミ

レ
柱
ヲ
、

及ま

タ
叱
ス
ル
ニ

二
秦
王
ノ
左
右
ヲ

一
、
勢
不
レ
過
ギ

レ
誅
ニ
。
然
レ
ド
モ
士
、
或
イ
ハ 
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怯
懦
ニ
シ
テ

而
不
二

敢
ヘ
テ

発
セ

一
。
相
如
一
タ
ビ

奮
ヒ
テ

二

其
ノ

気
ヲ

一
、
威
、

信
ブ

二

敵
国
ニ

一
。
退
キ
テ

而
譲
リ

レ

頗
ニ
、
名
ハ

重
シ

二

太
山
ヨ
リ
モ

一
。
其
ノ

処
ス
ル

二
知
勇
ニ

一
、
可
キ

レ
謂
フ

レ
兼
ヌ
ト

レ
之
ヲ
矣か

な
ト
。」

 

（
「
廉
頗
藺
相
如
列
伝
」
）

藺
相
如
の
一
連
の
行
動
に
つ
い
て
は
確
か
に
誅
殺
に
値
し
て
い
た
は
ず

だ
が
、
士
人
達
が
臆
病
で
あ
り
、
発
言
す
る
こ
と
も
ま
ま
な
ら
な
い
者
が

多
か
っ
た
中
で
、
藺
相
如
は
進
ん
で
強
秦
と
対
峙
し
、
敵
国
に
名
を
轟
か

せ
た
。
退
い
て
は
廉
頗
に
譲
っ
て
「
名
は
太
山
よ
り
も
重
し
」
と
す
る
「
知

勇
兼
備
」
の
人
物
と
評
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
司
馬
遷
に
よ
る
肯
定
的
な
評

価
は
広
く
受
容
さ
れ
る
と
こ
ろ
だ
が
、
こ
れ
に
異
を
唱
え
る
者
の
存
在
に

も
注
目
し
た
い
。
明
代
の
王
世
貞
は
《
完
璧
帰
趙
論
》（
第
一
学
習
社
『
古

典
Ａ
』
）
を
著
し
て
検
討
を
加
え
て
い
る
。

藺
相
如
之
完
ウ
ス
ル
ハ

レ
璧
ヲ
、
人
人
皆
称
ス
ル
モ

レ
之
ヲ
、
余
ハ
未
ルダ
二
敢
ヘ
テ

以
テ
為
サ

一レ
信
ト
也
。
夫
レ
秦
ハ
以
テ

二
十
五
城
之
空
名
ヲ

一
而
モ
詐
リ
テ

レ
趙
ヲ 

而
脅
カ
ス

二
其
ノ
璧
ヲ

一
。
是
ノ
時
言
フ

レ
取
ル
ト

レ
璧
ヲ
者
、
情
也
。
非
ザ
ル

レ

欲
ス
ル
ニ

二
以
テ
窺
ハ
ン
ト

一レ
趙
ヲ
也
。
趙
得
バ

二
其
ノ
情
ヲ

一
、
則
チ
弗
レ
予
ヘ
、

不
ン
バ

レ
得
二
其
ノ
情
ヲ

一
、
則
チ
予
ヘ
ン
。
得
テ

二
其
ノ
情
ヲ

一
而
畏
レ
バ

レ
之
ヲ
、

則
チ
予
ヘ
、
得
テ

二
其
ノ
情
ヲ

一
而
弗
ン
バ

レ
畏
レ

レ
之
ヲ
、
則
チ
弗
レ
予
ヘ
。
此
ノ 

両
言
モ
テ
決
セ
ン
耳
。
奈
レ
之
ヲ
何
ゾ
既
ニ
畏
レ
テ
而
モ
復
タ
挑
マ
ン

二
其
ノ
怒
ニ

一

也
。 

（
「
完
璧
帰
趙
論
」
）

ま
ず
、
王
世
貞
は
藺
相
如
の
こ
と
を
世
間
で
称
賛
す
る
風
潮
に
つ
い
て

疑
問
を
呈
し
て
い
る
。
こ
の
と
き
の
秦
は
十
五
城
の
空
手
形
で
和
氏
の
璧

を
手
に
入
れ
よ
う
と
し
て
い
た
が
、
狙
い
は
あ
く
ま
で
も
璧
で
あ
り
、
こ

れ
を
理
由
に
趙
を
本
気
で
侵
略
し
よ
う
と
し
た
わ
け
で
は
な
い
と
解
釈
す

る
の
だ
。
趙
が
秦
の
本
心
を
見
破
っ
て
い
よ
う
と
も
、
論
点
は
あ
く
ま
で

璧
を
渡
す
か
否
か
に
あ
っ
た
。
一
度
は
恐
れ
て
い
る
の
に
、
秦
の
要
求
を

無
視
し
て
挑
発
す
る
意
味
が
あ
る
の
か
と
い
う
王
の
指
摘
に
は
確
か
に
妥

当
性
が
あ
る
。
果
た
し
て
相
如
の
こ
の
場
面
で
取
っ
た
行
動
の
真
意
は
ど

こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

且
ツ
夫
レ
秦
ハ
欲
シ

レ
璧
ヲ
、
趙
ハ
弗
ン
バ

レ
予
ヘ

レ
璧
ヲ
、
両ふ

た
ツ
ナ
ガ
ラ
無
キ

レ
所
二 

曲
直
ス
ル

一
也
。
入
レ
テ

レ
璧
ヲ
而
秦
弗
ン
バ

レ
与
ヘ

レ
城
ヲ
、
曲
ハ
在
リ

レ
秦
ニ
。

秦
城
出
ダ
シ
テ
而
璧
帰
ラ
バ
、
曲
ハ
在
リ

レ
趙
ニ
。
欲
セ
バ

レ
使
メ
ン
ト

二
曲
ヲ
シ
テ

在
ラ

一レ
秦
ニ
、
則
チ
莫
シ

レ
如
ク
ハ

レ
棄
ツ
ル
ニ

レ
璧
ヲ
。
畏
レ
バ

レ
棄
ツ
ル
ヲ

レ
璧
ヲ
。

則
チ
莫
シ

レ
如
ク
ハ

レ
弗
ル
ニ

レ
予
ヘ
。
夫
レ
秦
王
既
ニ
按
ジ
テ

レ
図
ヲ
以
テ
予
ヘ

レ

城
ヲ
、
又
設
ケ

二
九
賓
ヲ

一
、
斎
シ
テ
而
受
ケ
ン
ト
ス

レ
璧
ヲ
。
其
ノ
勢
ヒ
不
レ
得
レ 

不
ル
ヲ

レ
予
ヘ

レ
城
ヲ
。 

（
「
完
璧
帰
趙
論
」
）

趙
と
秦
と
の
駆
け
引
き
の
中
で
璧
を
与
え
る
か
ど
う
か
で
曲
直
が
ど
ち

ら
に
帰
す
の
か
を
こ
こ
で
は
話
題
に
し
て
い
る
が
、
斎
戒
沐
浴
し
た
上
で

地
図
を
渡
し
た
状
況
下
で
は
城
を
渡
さ
ず
に
は
済
ま
さ
れ
な
か
っ
た
秦
王

の
立
場
を
推
察
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
王
世
貞
は
そ
の
後
の
藺
相
如
の
行

動
に
も
疑
念
を
抱
い
て
い
る
。
秦
王
に
は
城
を
渡
す
用
意
が
あ
っ
た
こ
と

が
考
え
ら
れ
る
の
に
、
藺
相
如
は
十
五
城
が
渡
さ
れ
な
い
と
判
断
す
る
と

す
ぐ
さ
ま
璧
を
取
り
返
す
よ
う
に
動
い
た
。
巧
み
な
策
略
に
よ
っ
て
璧
の

奪
還
に
成
功
す
る
が
、
こ
れ
を
無
許
可
で
趙
国
に
持
ち
帰
っ
て
し
ま
っ
た

た
め
、
結
果
的
に
秦
に
理
が
あ
る
状
況
を
も
た
ら
し
て
し
ま
っ
た
。
秦
が
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そ
の
気
に
な
れ
ば
趙
に
攻
め
入
っ
て
藺
相
如
一
族
を
誅
滅
し
、
璧
を
強
奪

し
て
も
お
か
し
く
な
か
っ
た
が
、
結
局
の
と
こ
ろ
は
こ
の
時
の
秦
は
外
交

上
で
は
趙
と
の
関
係
を
本
気
で
断
つ
こ
と
を
望
ん
で
い
た
わ
け
で
は
な

か
っ
た
こ
と
か
ら
、
た
ま
た
ま
藺
相
如
の
行
動
が
功
を
奏
し
た
に
過
ぎ
な

い
と
い
っ
た
冷
静
な
判
断
を
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
美
談
に
つ
い
て
は
頭
か
ら
強
者
の
横
暴
な
振
る
舞
い
に
対
す

る
弱
者
の
意
地
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
る
た
め
、「
判
官
贔
屓
」
の
立

場
を
取
る
読
者
に
と
っ
て
は
、
相
如
が
取
っ
た
い
ず
れ
の
行
為
も
美
化
さ

れ
て
見
え
る
も
の
だ
ろ
う
。『
資
治
通
鑑
』「
周
紀
四
」
に
は
、《
完
璧
帰

趙
》（
前
二
八
三
年
）
以
後
、
毎
年
秦
か
ら
の
猛
攻
撃
を
受
け
続
け
た
恵

文
王
は
、
澠
池
で
の
会
合
（
前
二
七
九
年
）
の
申
し
出
に
当
初
は
不
参
加

を
表
明
し
た
と
い
う
記
載
が
あ
る
。
こ
の
際
に
も
周
囲
の
説
得
を
受
け
入

れ
て
澠
池
に
趣
く
の
で
あ
る
が
、
こ
の
と
き
随
従
し
た
藺
相
如
に
は
一
定

の
目
算
が
あ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
の
確
証
が
あ
っ
て
こ
そ
彼
が
大
胆
不

敵
な
行
動
に
出
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
も
し
、
そ
の
点
の
配
慮
す
ら
で

き
な
け
れ
ば
、
一
族
の
誅
滅
は
免
れ
る
は
ず
も
な
い
。
藺
相
如
ほ
ど
の
人

物
が
そ
の
辺
り
の
計
算
も
な
い
ま
ま
無
謀
な
行
動
を
と
る
と
は
考
え
に
く

い
。《
刎
頸
之
交
》
で
「
秦
の
敢
へ
て
兵
を
致
さ
ざ
る
所
以
は
吾
が
両
虎

あ
れ
ば
な
り
」
と
相
如
が
豪
語
し
て
い
る
の
も
こ
う
し
た
計
算
に
よ
る
は

ず
で
あ
る
。
現
に
、《
澠
池
之
会
》
九
年
後
の
前
二
七
〇
年
に
は
趙
将
の

趙
奢
が
閼あ

つ
よ於
に
お
い
て
秦
軍
を
さ
ん
ざ
ん
に
蹴
散
ら
し
て
「
馬
服
君
」
の

称
号
を
与
え
ら
れ
た
記
事
が
「
趙
世
家
」
に
は
見
え
て
お
り
、
そ
の
対
抗

姿
勢
は
ま
だ
ま
だ
意
気
盛
ん
な
も
の
が
あ
っ
た
よ
う
だ
。

ま
た
、
主
君
の
恵
文
王
に
つ
い
て
も
剣
士
を
集
め
る
こ
と
を
趣
味
と
し

て
い
た
た
め
、
荘
子
に
た
し
な
め
ら
れ
た
と
い
う
逸
話
も
残
さ
れ
て
い

る）
11
（

。
趙
国
は
主
従
と
も
に
意
気
盛
ん
で
あ
り
、
武
張
っ
た
風
潮
が
あ
っ
た

こ
と
も
窺
い
知
れ
る
だ
ろ
う
。
藺
相
如
の
逸
話
は
そ
の
活
躍
が
効
を
奏
し

た
こ
と
ば
か
り
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
る
た
め
、
当
時
の
外
交
状
況
が

ぼ
や
け
て
し
ま
っ
た
感
が
あ
る
。
一
つ
一
つ
を
検
証
し
て
い
く
と
藺
相
如

の
強
気
な
行
動
が
奏
功
し
た
の
は
意
地
を
張
り
通
し
た
偶
然
の
賜
物
で

あ
っ
た
の
か
、
は
た
ま
た
計
算
づ
く
め
の
結
果
で
あ
っ
た
の
か
、
想
像
を

め
ぐ
ら
す
こ
と
に
も
意
味
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

以
上
、
教
科
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
問
題
に
つ
い
て
い
く
つ
か
私
見
を

述
べ
て
き
た
。
故
事
成
語
を
見
出
し
に
取
り
な
が
ら
も
初
出
で
は
な
い
と

い
う
点
、
現
行
教
材
が
『
十
八
史
略
』
を
出
典
と
し
て
採
録
し
て
し
ま
っ

た
こ
と
に
よ
り
、『
史
記
』
と
は
異
な
る
読
み
を
引
き
出
し
て
し
ま
う
恐

れ
が
あ
る
点
、
特
定
の
人
物
の
行
動
に
の
み
焦
点
を
当
て
る
の
で
は
な
く

別
の
視
点
に
も
着
目
す
べ
き
点
な
ど
、
今
後
と
も
検
証
し
て
い
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
と
に
か
く
偏
っ
た
知
識
の
み
で
授
業
を

行
な
う
こ
と
は
、「
史
伝
」
と
し
て
の
全
貌
を
見
失
っ
て
し
ま
う
恐
れ
が

あ
る
こ
と
は
押
さ
え
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　

四　

趙
氏
に
着
目
し
た
教
材
開
発
の
可
能
性

　
歴
代
の
趙
氏
君
主
の
事
績
は
古
く
か
ら
注
目
を
浴
び
て
き
た
。
彼
ら
に

焦
点
を
当
て
る
こ
と
も
ま
た
必
要
な
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
前
述
し
た
趙
簡

子
、
趙
襄
子
父
子
な
ど
は
特
に
数
多
く
の
逸
話
が
残
さ
れ
て
い
る
。
現
行

の
教
材
と
の
関
連
性
を
見
つ
め
る
こ
と
で
、
取
り
扱
い
の
可
能
性
を
検
討
し

て
い
く
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。
こ
こ
で
は
趙
氏
に
ま
つ
わ
る

三
つ
の
故
事
を
取
り
上
げ
て
い
く
つ
か
の
観
点
か
ら
考
察
し
て
い
き
た
い
。
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⑴
趙
盾
「
弑
君
」
故
事

春
秋
時
代
の
趙
氏
の
始
祖
趙
盾
の
有
名
な
故
事
で
あ
る
。
父
で
あ
っ
た

趙
衰
が
主
君
文
公
に
つ
き
従
っ
て
各
地
を
放
浪
し
た
功
績
か
ら
、
趙
盾
は

取
り
立
て
ら
れ
て
晋
の
正
卿
と
な
っ
た
。
自
ら
擁
立
し
た
主
君
霊
公
（
文

公
の
孫
）
に
対
し
て
諫
言
す
る
こ
と
を
惜
し
ま
な
か
っ
た
が
、
霊
公
か
ら

疎
ま
れ
た
た
め
、
命
を
狙
わ
れ
た
。
混
乱
に
乗
じ
て
趙
盾
は
亡
命
を
試
み

る
も
、
別
人
の
手
に
よ
り
霊
公
は
暗
殺
さ
れ
た
。
事
件
の
経
緯
は
次
の
通

り
で
あ
る
。

秋
、
九
月
、
晋
侯
飲
マ
シ
メ
テ

二
趙
盾
ニ
酒
ヲ

一
、
伏
セ
テ

レ
甲
ヲ
将
ニ

レ
攻
メ
ン
ト

レ 

之
ヲ
。
其
ノ
右
、
提て

い

弥び

明め
い

知
ル

レ
之
ヲ
。
趨
リ
登
リ
テ
曰
ク
「
臣
、
侍
リ

二
君
ノ 

宴
ニ

一
、
過
グ
ル
ハ

二
三
爵
ヲ

一
、
非
ザ
ル

レ
礼
ニ
也
ト

。」
遂
ニ
跣す

あ
し
ニ
テ
以
テ
下
ル
。 

公
嗾
ス

二

夫
ノ

獒が
う

ヲ
一

焉
。
明
搏
チ
テ

而
殺
ス

レ

之
ヲ
。
盾
曰
ク
「
棄
テ

レ

人
ヲ 

用
ヰ
ル

レ
犬
ヲ
。
雖
モ

レ
猛
シ
ト
何
ヲ
カ
為
サ
ン
ト

。」
闘
ヒ
且
ツ
出
ヅ
。
提
弥
明
死
ス

レ 

之
ニ
。
初
メ
、
宣
子
田か

り
シ

二
於
首
山
ニ

一
、
舎や

ど
ル

二
於
翳
桑
ニ

一
。
見
テ

二
霊れ

い
ち
ょ
う輙
ノ 

餓
ヱ
タ
ル
ヲ

一
、
問
フ

二

其
ノ

病
ヲ

一
。
曰
ク
「
不
ル
コ
ト

レ

食
ハ

三
日
ナ
リ

矣
ト
。」 

食
ハ
シ
ム

レ

之
ニ
。
舎お

ク
二

其
ノ

半
バ
ヲ

一
。
問
フ

レ

之
ヲ
。
曰
ク
「
宦
ス
ル
コ
ト

三 

年
ナ
リ
矣
。
未
ダ

レ
知
ラ

二
母
之
存
否
ヲ

一
。
今
近
シ
矣
。
請
フ
以
テ
遺
ラ
ン
ト

レ 

之
ヲ
。」
使
メ
テ

レ
尽
サ

レ
之
ヲ
而
為
ニ

レ
之
ガ
箪
ニ
シ
テ

二
食し

ト
与
ヲ

一レ
肉
、
寘お

キ
テ

二 

諸こ
れ
ヲ
橐た

く
ニ

一
以
テ
与
フ

レ
之
ニ
。
既
ニ
シ
テ
而
与あ

づ
か
ル

レ
為
ル
ニ

二
公
ノ
介
一
。
倒
ニ
シ
テ

レ 

戟
ヲ
以
テ
禦
ギ
テ

二
公
ノ
徒
ヲ

一
而
免
レ
シ
ム

レ
之
ヲ
。
問
フ

二
何
ノ
故
ゾ
ト

一
。
対
ヘ
テ 

曰
ク
「
翳
桑
之
餓
人
也
ト
。」
問
フ

二
其
ノ
名
居
ヲ

一
。
不
シ
テ

レ
告
ゲ
而
退
キ
、

遂
ニ
自
ラ
亡
グ
也
。

乙
丑
、
趙
穿
、
殺
ス

二
霊
公
ヲ
於
桃
園
ニ

一
。
宣
子
未
シダ
テ
レ
出
デ

レ
山
ヲ
而 

復
ル
。
大
史
書
シ
テ
曰
ク
「
趙
盾
弑
ス
ト

二
其
ノ
君
ヲ

一
。」
以
テ
示
ス

二
於
朝
ニ

一
。 

宣
子
曰
ク
「
不
ト

レ

然
ラ
。」
対
ヘ
テ

曰
ク
「
子
為
リ

二

正
卿
一
。
亡
ゲ
テ

不
レ 

越
エ

レ
境
ヲ
、
反
リ
テ
不
レ
討
タ

レ
賊
ヲ
。
非
ズ
シ
テ

レ
子
ニ
而
誰
ゾ
ト
。」
宣
子
曰
ク 

「
嗚
呼
。『
我
之
レ
懐
ヒ
矣
。
自
ラ
詒の

こ
ス
ト

二
伊こ

ノ
慼う

れ
ヒ
ヲ

一
。』
其
レ
我
之
レ
謂
フ 

矣か
な
ト
。」
孔
子
曰
ク
「
董
狐
ハ
古
之
良
史
也
。
書
シ
テ

レ
法
ヲ
不
レ
隠
サ
。
趙

宣
子
ハ

古
之
良
大
夫
也
。
為
ニ

レ

法
ノ

受
ク

レ

悪
ヲ
。
惜
シ
イ

也か
な

、
越
エ
バ

レ

境
ヲ
乃
チ
免
レ
ン
ト
。」

 

（『
春
秋
左
氏
伝
』
宣
公
二
（
前
六
〇
七
）
年
）

こ
こ
で
は
、
霊
公
が
趙
盾
（
宣
子
）
を
宴
会
に
招
い
て
暗
殺
し
よ
う
と

画
策
し
て
い
た
の
を
、
趙
盾
の
人
格
に
惹
か
れ
た
提
弥
明
や
霊
輙
に
よ
っ

て
窮
地
を
逃
れ
て
い
る
。
結
局
、
親
族
の
趙
穿
に
よ
っ
て
霊
公
は
弑
逆
さ

れ
、
こ
の
事
実
を
知
っ
た
趙
盾
は
亡
命
の
最
中
、
国
境
を
越
え
ず
に
引
き

返
し
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
事
実
を
目
の
当
た
り
に
し
た
史
官
の
董
狐

は
「
趙﹅

﹅盾
弑
其
君
」
と
記
す
。
そ
の
よ
う
な
事
実
は
な
い
と
反
論
す
る
趙

盾
で
あ
っ
た
が
、
董
狐
は
冷
静
に
趙
盾
の
亡
命
に
つ
い
て
「
国
境
も
越
え

ず
に
仇
も
取
ら
な
か
っ
た
。
結
果
的
に
君
を
弑
し
た
こ
と
に
変
わ
り
が
な

い
」
と
説
明
す
る
。
趙
盾
は
重
ね
て
弁
明
す
る
こ
と
な
く
自
己
に
着
せ
ら

れ
た
汚
名
を
甘
受
し
た
。
孔
子
は
董
狐
を
「
昔
の
良
い
歴
史
家
」、
趙
盾

を
「
昔
の
立
派
な
大
夫
」
と
双
方
を
称
賛
し
な
が
ら
も
「
惜
し
む
ら
く
は

国
境
を
越
え
て
い
れ
ば
汚
名
を
被
ら
ず
に
済
ん
だ
の
に
」
と
述
べ
た
と
い
う
。

事
実
の
た
め
に
は
権
力
者
に
で
さ
え
媚
び
な
い
歴
史
家
の
不
屈
の
精
神

は
同
じ
春
秋
時
代
の
崔
杼
と
史
官
と
の
や
り
と
り
に
も
見
ら
れ
る
。
斉
の

大
夫
崔
杼
が
君
主
の
荘
公
を
弑
殺
し
た
事
実
に
つ
い
て
、
史
官
が
「
崔
杼

弑
其
君
」
と
い
う
筆
誅
を
加
え
た
た
め
に
こ
れ
を
殺
す
と
、
そ
の
弟
も
同
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じ
記
載
を
し
た
た
め
に
ま
た
殺
し
、
そ
の
ま
た
弟
も
同
じ
よ
う
に
記
録
し

た
際
に
は
、
崔
杼
も
根
負
け
し
て
こ
れ
を
許
し
た
故
事
で
あ
る
。
東
京
書

籍
『
古
典
Ａ
』
に
は
こ
の
単
元
を
採
録
し
、
権
力
者
に
追
従
し
な
い
歴
史

家
の
気
骨
を
読
み
取
ら
せ
る
よ
う
な
工
夫
を
し
て
い
る
。
司
馬
遷
に
ま
で

受
け
継
が
れ
る
歴
史
家
の
原
点
は
こ
の
趙
盾
と
董
狐
と
の
一
件
か
ら
も
読

み
取
ら
れ
よ
う
。 

「
趙
盾
弑
其
君
」
の
一
件
に
つ
い
て
は
後
世
様
々
な
角
度
か
ら
取
り
沙

汰
さ
れ
て
い
る
。『
呂
氏
春
秋
』
で
は
、
霊
公
か
ら
趙
盾
の
暗
殺
を
命
ぜ

ら
れ
た
沮
麛
が
「
恭
敬
を
忘
れ
ざ
る
は
、
民
の
主
な
り
」
と
評
し
た
こ
と

を
伝
え
、
趙
盾
の
名
臣
ぶ
り
を
讃
え
て
い
る
（
「
過
理
」
）。
漢
の
董
仲
舒

は
、『
春
秋
』
に
お
い
て
趙
盾
が
弑
逆
者
と
し
て
の
筆
誅
を
受
け
て
い
な

が
ら
、
四
年
後
に
再
び
そ
の
名
が
現
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
理
由
を
考
察

し
て
い
る
。「
今
、
趙
盾
君
を
弑
し
、
四
年
の
後
別
牘
に
復
た
見あ

ら

は
る
る

は
、
春
秋
の
常
辞
に
非
ざ
る
な
り
」、「
盾
の
復
た
見
は
る
る
は
、
以
て
問

を
起
こ
し
、
親み

づ
か

ら
弑
せ
ざ
る
を
弁
ず
る
の
み
、
誅
に
当
た
ら
ざ
る
に
非
ざ

る
の
み
」（『
春
秋
繁
露
』「
玉
杯
」
）
と
推
測
し
、
趙
盾
が
『
春
秋
左
氏
伝
』

に
弑
逆
の
記
事
の
四
年
後
に
そ
の
名
が
登
場
し
て
い
る
の
は
筆
誅
に
当
た

る
と
し
て
も
限
定
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
解
釈
し
て
い
る
。
つ
ま

り
、
仇
を
取
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
職
務
上
一
定
の
責
任
が
あ
る

こ
と
は
免
れ
な
い
が
、
自
ら
手
を
下
し
た
反
逆
者
と
は
当
然
一
線
を
画
し

て
お
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
た
も
の
だ
ろ
う
。

『
文
章
軌
範
』
な
ど
に
収
め
ら
れ
た
欧
陽
修
「
春
秋
論
」
で
は
「
弑
逆

は
大
悪
な
り
」
と
断
じ
、「
盾
を
以
て
弑
す
る
心
無
き
と
為
る
か
。
其
れ

大
悪
を
以
て
軽
し
く
之
を
加
ふ
べ
け
ん
や
」
と
評
し
て
い
る
。
趙
盾
が
主

君
を
弑
逆
す
る
気
持
ち
が
少
し
も
無
か
っ
た
な
ら
ば
、
彼
に
大
逆
の
罪
を

着
せ
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
も
な
い
し
、
反
逆
者
追
討
に
し
て
も
手
を
こ

ま
ね
い
て
何
も
せ
ず
、
下
々
に
刑
の
正
し
さ
を
示
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
る

か
ら
、
や
は
り
罰
せ
ら
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、
こ
の
人
物
を
無

辜
の
人
と
同
様
に
扱
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
い
る
。
欧
陽
修
は
毀
誉

褒
貶
の
甚
だ
し
い
評
価
を
受
け
て
き
た
趙
盾
を
指
し
て
「
擬
似
人
」
と
も

称
し
て
お
り
、
彼
の
紛
ら
わ
し
い
行
動
に
も
筋
道
を
立
て
て
判
断
す
る
こ

と
が
必
要
で
あ
る
と
説
く
。
孔
子
は
旧
史
が
善
悪
入
り
乱
れ
て
い
る
の
で

『
春
秋
』
編
纂
を
決
意
し
た
の
で
、「
国
境
を
越
え
れ
ば
汚
名
を
被
ら
ず
に

済
ん
だ
の
に
」
と
い
う
賛
の
真
偽
に
つ
い
て
も
こ
こ
で
は
「
謬
伝
」
と
し

て
扱
わ
れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
霊
公
弑
殺
時
に
と
っ
た
名
宰
相
趙
盾
の
一
連
の
行
動

に
つ
い
て
は
評
価
が
分
か
れ
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
こ
れ
ま
で
さ
ま
ざ
ま
に

解
釈
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
、
事
後
に
お
け
る
不
本
意
な
筆
誅
を
受
け
な
が

ら
も
そ
れ
を
甘
受
し
た
姿
勢
に
も
釈
然
と
し
な
い
点
も
あ
ろ
う
。
趙
盾
が

巻
き
込
ま
れ
た
事
件
の
本
質
を
巡
っ
て
彼
の
心
情
を
考
察
し
た
り
、
事
後

に
お
け
る
史
官
に
よ
る
筆
誅
の
価
値
を
検
証
し
た
り
す
る
こ
と
で
、
生
徒

に
は
「
史
伝
」
の
本
質
を
捉
え
さ
せ
て
い
く
上
で
重
要
な
教
材
に
な
る
こ

と
が
予
想
さ
れ
る
。

⑵
武
霊
王
「
胡
服
騎
射
」
故
事

趙
の
最
盛
期
を
築
い
た
武
霊
王
は
中
国
史
の
中
で
も
特
色
の
あ
る
人
物

で
あ
ろ
う
。「
胡
服
騎
射
」
の
制
度
を
取
り
入
れ
、
中
華
的
な
礼
制
に
固

執
せ
ず
に
、
匈
奴
を
は
じ
め
と
す
る
異
民
族
に
同
化
す
る
動
き
に
つ
い
て

は
東
洋
史
の
分
野
で
は
大
い
に
話
題
に
な
っ
て
い
る）
12
（

。『
史
記
』「
匈
奴
列

伝
」
に
は
「
趙
の
武
霊
王
も
亦
た
俗
を
変
じ
、
胡
服
し
て
騎
射
を
習
ひ
、
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北
の
か
た
林
胡
・
楼
煩
を
破
り
、
長
城
を
築
き
、
代
よ
り
陰
山
の
下
に
並そ

ひ
、
高
闕
に
至
る
ま
で
塞
を
為
り
、
雲
中
・
雁
門
・
代
郡
を
置
く
」
と
あ

る
。
し
か
し
、
漢
文
教
材
に
お
い
て
は
《
廉
頗
と
藺
相
如
》
の
単
元
に
お

い
て
わ
ず
か
に
リ
ー
ド
文
の
中
で
「
胡
服
騎
射
」
の
用
語
が
取
り
あ
げ
ら

れ
て
い
る
程
度
で
あ
り）
13
（

、
現
状
で
は
こ
の
人
物
に
つ
い
て
直
接
取
材
し
て

い
る
教
科
書
は
見
ら
れ
な
い
。
父
の
粛
侯
が
蘇
秦
の
「
合
従
策
」
に
荷
担

し
た
の
に
対
し
て
、
若
き
頃
の
武
霊
王
は
張
儀
の
「
連
衡
策
」
に
も
耳
を

傾
け
て
秦
と
の
同
盟
を
結
ん
だ
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
の
後
富
国
強
兵
の
た

め
、
中
華
的
な
「
寛
衣
」
型
生
活
ス
タ
イ
ル
か
ら
国
境
を
接
す
る
匈
奴
に

倣
っ
た
「
胡
服
騎
射
」
に
制
度
を
改
め
、
自
国
兵
力
の
増
強
を
図
り
、
遂

に
は
中
山
国
を
滅
亡
さ
せ
て
い
る
。

ま
た
、
恵
文
王
に
譲
位
し
た
後
も
「
主
父
」
と
称
し
て
絶
大
な
権
力
を

握
っ
た
こ
と
も
注
目
さ
れ
て
い
る）
14
（

。
し
か
し
、
後
継
者
を
め
ぐ
っ
て
公
子

章
と
公
子
何
（
後
の
恵
文
王
）
の
ど
ち
ら
を
立
て
る
の
か
曖
昧
な
態
度
を

取
っ
た
た
め
、
前
二
九
五
年
に
は
幽
閉
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
空
し
く
餓
死

し
て
絶
命
し
た
。
中
国
の
歴
代
王
侯
の
中
で
も
異
彩
を
放
っ
た
人
物
で
あ

る
と
言
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
特
異
な
人
物
に
は
も
っ
と
注
意
を
払
っ
て

も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

二
十
七
年
五
月
戊
申
、
大
イ
ニ
朝
シ

二
於
東
宮
ニ

一
、
伝
ヘ
テ

レ
国
ヲ
、
立
テ

二 

王
子
何
ヲ

一

以
テ

為
ス

レ

王
ト
。
王
、
廟
見
ノ

礼
畢
リ
、
出
デ
テ

臨
ム

レ

朝
ニ
。 

大
夫
悉
ク
為
ル

レ
臣
ト
。
肥
義
為
リ

二
相
国
ト

一
、
幷
セ
テ
傅ふ

タ
リ

レ
王
ニ
。
是
ヲ 

為
ス

二
恵
文
王
ト

一
。
恵
文
王
ハ
恵
后
呉ご

あ娃
ノ
子
也
。
武
霊
王
、
自
ラ
号
シ
テ 

為
ス

二
主
父
ト

一
。
主
父
、
欲
シ

レ
令
メ
ン
ト

二
子
ヲ
シ
テ

主
つ
か
さ
ど
ラ

一レ
治
ム
ル
ヲ

レ
国
ヲ
、 

而
シ
テ

身
ハ

胡
服
シ
テ
、
将ひ

き
ヰ

二

士
大
夫
ヲ

一
、
西
北
シ
テ

略
シ

二

胡
ノ

地
ヲ

一
、 

而
シ
テ
欲
ス

下
従
リ

二
雲
中
・
九
原
一
直
チ
ニ
南
シ
テ
襲
ハ
ン
ト

上
レ
秦
ヲ
。
於
イ
テ

レ 

是
ニ
、
詐
リ
テ
自
ラ
為
リ
テ

二
使
者
ト

一
入
ル

レ
秦
ニ
。
秦
ノ
昭
王
不
レ
知
ラ
。
已
ニ
シ
テ 

而
怪
ミ

三
其
ノ
状
甚
ダ
偉
ニ
シ
テ
、
非
ザ
ル
ヲ

二
人
臣
之
度
ニ

一
、
使
ム

二
人
ヲ
シ
テ 

逐
ハ

一レ

之
ヲ
。
而
シ
テ

主
父
馳
セ
テ

已
ニ

脱
セ
リ

レ

関
ヲ
。
審
カ
ニ

問
ヘ
バ

レ

之
ヲ
、

乃
チ
主
父
也
。
秦
人
大
イ
ニ
驚
ク
。
主
父
所
二‾

以
入
リ
シ

一レ
秦
ニ
者
、
欲
ス
レ
バ

下 

自
ラ
略
シ

二
地
形
ヲ

一
、
因
リ
テ
観
ン
ト

中
秦
王
之
為
リ
ヲ

上
レ
人
ト
也
。

 

（
『
史
記
』「
趙
世
家
」
）

こ
こ
で
は
主
父
が
秦
を
襲
う
た
め
に
、
使
者
に
変
装
し
て
秦
に
忍
び
込

ん
だ
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
容
貌
の
魁
偉
な
点
を
不
審
に
思
っ
た

秦
王
の
追
っ
手
を
逃
れ
て
事
な
き
を
得
た
が
、
そ
の
理
由
は
秦
を
攻
略
す

る
目
的
で
そ
の
地
形
と
王
の
人
柄
を
直
接
見
て
お
こ
う
と
し
た
た
め
だ
と

す
る
。
こ
の
よ
う
な
好
奇
心
旺
盛
で
大
胆
不
敵
な
姿
は
秦
人
を
驚
か
せ
る

の
に
充
分
で
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
強
秦
を
恐
れ
て
い
る
様
子
は
微
塵
も
見

ら
れ
な
い
。
周
辺
諸
国
が
等
し
く
秦
へ
の
脅
威
を
感
じ
て
い
た
と
い
う
見

方
は
誤
解
を
引
き
出
す
も
と
に
も
な
ろ
う
。

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
身
分
の
低
い
者
に
扮
し
た
類
話
と
し
て
は
、
匈
奴

の
使
者
に
応
対
し
た
際
に
風
体
の
良
い
崔
琰
を
身
代
わ
り
に
立
て
、
自
身

は
使
者
と
な
り
傍
に
立
っ
て
謁
見
し
た
曹
操
（『
世
説
新
語
』「
容
止
篇
」
）

の
話
が
あ
る
し
、
秦
か
ら
の
逃
亡
に
よ
る
「
脱
関
」
に
つ
い
て
は
孟
嘗
君

の
《
鶏
鳴
狗
盗
》
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。
真
偽
は
と
も
か
く
こ
う
し
た
話

は
藺
相
如
の
強
秦
を
も
の
と
も
し
な
い
精
神
に
も
通
じ
て
い
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
武
霊
王
が
反
論
を
押
さ
え
な
が
ら
、
胡
服
騎
射
を

重
臣
に
根
気
強
く
説
得
し
て
回
る
話
も
頻
繁
に
見
ら
れ
る
。
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趙
燕
後
レ
テ
胡
服
ス
。
王
令
メ
テ

レ
譲せ

メ
レ
之
ヲ
曰
ク
「
事
フ
ル

レ
主
ニ
之
行
ヒ
ハ
、 

竭つ
く
シ

レ
意
ヲ
尽
シ
テ

レ
力
ヲ
、
微
カ
ニ
諫
メ
テ
而
不
レ

譁
か
ま
び
す
シ
ク
セ
、
応
対
シ
テ
不
レ
怨
ミ
、 

不
二

逆さ
か
ヒ
テ

レ

上
ニ

以
テ

自
ラ

伐ほ
こ
ラ

一
、
不
二

立
テ
テ

レ

私
ヲ

以
テ

為
サ

一レ

名
ト
。 

子
タ
ル
ノ
道
ハ
順
ニ
シ
テ
而
不
レ
払も

と
ラ
。
臣
タ
ル
ノ
行
ヒ
ハ
譲
リ
テ
而
不
レ
争
ハ
。
子
、 

用
フ
レ
バ

二
私
道
ヲ

一
者
、
家
必
ズ
乱
レ
、
臣
、
用
フ
レ
バ

二
私
義
ヲ

一
者
、
国
必
ズ 

危
フ
シ
。
反そ

む
キ
テ

レ
親
ニ
以
テ
為
ス
ハ

レ
行
ヒ
ヲ
、
慈
父
モ
不
レ
子
ト
セ
、
逆
ヒ
テ

レ
主
ニ 

以
テ
自
ラ
成
ス
ハ
、
恵
主
モ
不
ル

レ
臣
ト
セ
也
。
寡
人
胡
服
ス
。
子
独
リ
弗
シ
テ

レ 

服
セ
逆
フ
ハ

レ
主
ニ
、
罪
莫
シ

レ
大
ナ
ル
ハ

レ
焉こ

れ
ヨ
リ
。
以
テ

レ
従
フ
ヲ

レ
政
ニ
為
シ

レ

累
わ
づ
ら
ひ
ト
、 

以
テ

レ
逆
フ
ヲ

レ
主
ニ
為
ス
ハ

二
高
行
ト

一
、
私
莫
シ

レ
大
ナ
ル
ハ

レ
焉
ヨ
リ
。
故
ニ
寡
人 

恐
ル
ト

下
親み

づ
か
ラ
犯
シ
テ

二
刑
戮
之
罪
ヲ

一
、
以
テ
明
ラ
カ
ニ
セ
ン
コ
ト
ヲ

中
有
司
之
法
ヲ

上
。」 

趙
燕
、
再
拝
稽
首
シ
テ
曰
ク
「
前
ニ
吏
、
命
ジ
テ

二
胡
服
ヲ

一
、
施ひ

イ
テ
及
ブ

二 

賤
臣
ニ

一
。
臣
以
テ

二
失
シ

レ
令
ヲ
過
ギ
シ
ヲ

一レ
期
ヲ
、
更か

へ
ツ
テ
不
シ
テ

レ
用
ヰ

二
侵

辱
ヲ

一

教
ヘ
ラ
レ
シ
ハ
、
王
之
恵
也
。
臣
、
敬
ミ
テ

循を
さ
メ
テ

二

衣
服
ヲ

一
、
以
テ 

待
タ
ン
ト

二
令
日
ヲ

一
。」 
（
『
戦
国
策
』「
趙
策
」
）

縁
戚
の
趙
燕
が
胡
服
を
身
に
着
け
る
こ
と
に
な
か
な
か
同
意
し
な
か
っ

た
た
め
、
武
霊
王
自
身
が
諭
し
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
武
霊
王
は
刑
罰
に

処
せ
な
け
れ
ば
法
を
守
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
本
音
を
言
え
ば
黙
っ
て

新
政
策
に
従
っ
て
ほ
し
い
と
本
心
か
ら
苦
衷
を
漏
ら
し
て
い
る
。
こ
れ
に

対
し
て
趙
燕
は
刑
罰
を
加
え
ら
れ
ず
に
、
寧
ろ
教
化
を
も
っ
て
自
分
に
向

き
合
っ
て
く
れ
た
こ
と
に
感
謝
し
、
心
服
し
て
胡
服
着
用
に
至
る
。
こ
の

胡
服
政
策
は
か
な
り
反
発
が
見
ら
れ
た
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
を
唱
導
す

る
武
霊
王
の
姿
に
は
超
然
的
な
態
度
を
誇
示
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
し
な

や
か
な
配
慮
も
兼
ね
合
わ
せ
た
為
政
者
の
姿
が
垣
間
見
ら
れ
よ
う
。

武
霊
王
の
出
現
に
際
し
て
は
既
に
先
祖
の
予
知
夢
に
現
れ
て
い
る
。
あ

る
日
、
趙
簡
子
は
二
匹
の
翟
犬
を
も
ら
い
受
け
る
夢
を
見
る
が
、
こ
れ
は

子
孫
の
中
に
胡
服
着
用
者
が
現
れ
て
北
狄
の
地
を
治
め
る
こ
と
を
意
味
し

た
も
の
で
あ
っ
た
（
『
史
記
』「
趙
世
家
」
）。
伝
統
に
と
ら
わ
れ
ず
に
新

政
策
を
提
唱
し
、
趙
国
の
最
盛
期
を
も
た
ら
し
た
武
霊
王
の
教
材
化
に
検

討
の
余
地
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
か
く
中
華
思
想
に
傾
斜
し
が
ち
な
漢
文

の
世
界
の
中
で
、
周
辺
民
族
の
生
活
ス
タ
イ
ル
を
積
極
的
に
受
け
入
れ
た

人
物
の
存
在
は
生
徒
に
も
新
た
な
視
点
を
与
え
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

⑶
平
原
君
「
囊
中
錐
」
故
事

平
原
君
は
武
霊
王
の
子
に
し
て
恵
文
王
の
弟
で
あ
り
、「
戦
国
四
君
」

の
一
人
と
し
て
名
高
い
。「
戦
国
四
君
」
と
言
え
ば
、《
鶏
鳴
狗
盗
》
の
孟

嘗
君
の
み
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
る
傾
向
が
あ
る
。
魏
の
信
陵
君
に
つ

い
て
は
一
社
の
み
採
録
し
て
い
る
現
状
だ
が
、
平
原
君
の
《
囊
中
の
錐
》

に
つ
い
て
は
現
行
十
社
で
の
教
科
書
の
採
録
は
見
ら
れ
な
い）
15
（

。『
史
記
』

「
平
原
君
虞
卿
列
伝
」
を
も
と
と
し
た
平
原
君
に
ま
つ
わ
る
三
つ
の
逸
話

が
『
十
八
史
略
』
で
は
毛
遂
に
よ
る
合
従
策
の
故
事
一
つ
に
絞
ら
れ
て
お

り
、
や
り
と
り
も
『
史
記
』
に
忠
実
で
あ
る
た
め
、
教
材
と
し
て
適
し
て

い
る
だ
ろ
う
。

趙
ノ
相
平
原
君
公
子
勝
、
食
客
常
ニ
数
千
人
ア
リ
。
客
ニ
有
リ

二
公
孫
竜
ト
イ
フ 

者
一
。
為
ス

二
堅
白
同
異
之
弁
ヲ

一
。
秦
、
攻
ム

二
趙
ノ
邯
鄲
ヲ

一
。
平
原
君 

求
ム

二
救
ヲ
於
楚
ニ

一
。
択
ビ

二
門
下
ノ
文
武
備
具
ス
ル
者
二
十
人
ヲ

一
、
与
レ 

之
俱
ニ
セ
ン
ト
ス
。
得
タ
リ

二
十
九
人
ヲ

一
。
毛
遂
自
ラ
薦
ム
。
平
原
君
曰
ク
「
士
ノ 

処
ル
ハ

レ
世
ニ
、
若
シ

三
錐
ノ
処
ル
ガ

二
囊
中
ニ

一
。
其
ノ
末
立

た
ち
ど
こ
ロ
ニ
見あ

ら
ハ
ル
。
今
先 

生
処
ル
コ
ト

二
門
下
ニ

一
三
年
、
未
トダ
レ
有
ラ

レ
聞
ユ
ル
コ
ト
。」
遂
曰
ク
「
使
メ
バ

二 

249



（一九） 漢文教材における戦国七雄への視点―趙国の場合―

遂
ヲ
シ
テ

得
一レ

処
ル
ヲ

二

囊
中
ニ

一
、
乃
チ

穎
脱
シ
テ

而
出
デ
ン
。
非
ズ
ト

二

特
ニ 

末
ノ
見
ハ
ル
ル
而
已
ニ

一
。」
平
原
君
乃
チ
以
テ
備
フ

レ
数
ニ
。
十
九
人
目
二
笑
ス 

之
ヲ

一
。
至
リ
テ

レ
楚
ニ
定
ム

レ
従
ヲ
。
不
レ
決
セ
。
毛
遂
按
ジ
テ

レ
剣
ヲ
歴
階
シ
テ 

升
リ
テ
曰
ク
「
従
之
利
害
ハ
、
両
言
ニ
シ
テ
而
決
セ
ン
耳
。
今
、
日
出
デ
テ
而 

言
ヒ
、
日
、
中
シ
テ
不
ル
ハ

レ
決
セ
何
ゾ
也
ト

。」
楚
王
怒
リ
叱
シ
テ
曰
ク
「
胡
ゾ 

不
ル

レ
下
ラ
。
吾
、
与
二
而な

ん
ぢ
ノ
君
一
言
フ
。
汝
、
何
為
ル
者
ゾ
ト
。」
毛
遂
、
按
ジ
テ

レ 

剣
ヲ

而
前
ミ
テ

曰
ク
「
王
ノ

所
二‾

以
ハ

叱
ス
ル

一レ

遂
ヲ
、
以
テ

二

楚
国
之
衆
ヲ

一 

也
。
今
十
歩
之
内
、
不
ル

レ
得
レ
恃
ム
ヲ

二
楚
国
之
衆
ヲ

一
也
。
王
之
命
懸
レ
リ

二 

於
遂
ノ
手
ニ

一
、
以
テ
セ
バ

二
楚
之
強
ヲ

一
天
下
莫
シ

二
能
ク
当
ル

一
。
白
起
ハ
小 

豎
子
耳
。
一
戦
シ
テ
而
挙
ゲ

二
鄢
・
郢
ヲ

一
、
再
戦
シ
テ
而
焼
キ

二
夷
陵
ヲ

一
、 

三
戦
シ
テ

而
辱
カ
シ
ム

二

王
之
先
人
ヲ

一
。
此
レ

百
世
之
怨
、
趙
之
所
ナ
リ

レ 

羞
ヅ
ル
。
合
従
ハ
為
ニ
シ
テ

レ
楚
ノ
、
非
ザ
ル

レ
為
ニ

レ
趙
ノ
也
ト
。」

王
曰
ク
「
唯
唯
。
誠
ニ
如
シ

二
先
生
之
言
ノ

一
。
謹
ン
デ
奉
ジ
テ

二
社
稷
ヲ

一
以
テ 

従
ハ
ン
ト

。」
遂
曰
ク
「
取
リ

二
鶏
狗
馬
之
血
ヲ

一
来
レ
ト
。」
捧
ゲ

二
銅
盤
ヲ

一
跪
キ 

進
ミ
テ

曰
ク
「
王
当
シニ
二

歃
リ
テ

レ

血
ヲ

於
而
定
ム

一レ

従
ヲ
。
次
者
吾
ガ

君
。 

次
者
遂
ト

。」
左
手
ニ
持
チ

レ
盤
ヲ
、
右
手
ニ
招
キ

二
十
九
人
ヲ

一
、
歃
ラ
シ
メ

二 

血
ヲ
於
堂
下
ニ

一
曰
ク
「
公
等
碌
碌
タ
リ
。
所
謂
因
リ
テ

レ
人
ニ
成
ス

レ
事
ヲ
者 

也
ト
。」
平
原
君
定
メ
テ

レ

従
ヲ

帰
リ
テ

曰
ク
「
毛
先
生
一
タ
ビ

至
リ

レ

楚
ニ
、 

使
ム
ト

三

趙
ヲ
シ
テ

重
カ
ラ

二

於
九
鼎
・
大
呂
ヨ
リ
モ

一
。」
以
テ

レ

遂
ヲ

為
ス

二

上 

客
ト

一
。
楚
将
ト
シ
テ

二
春
申
君
ヲ

一
救
フ

レ
趙
ヲ
。
会

た
ま
た
ま

魏
ノ
信
陵
君
モ
亦
来
リ
テ 

救
フ

レ
趙
ヲ
。
大
イ
ニ
破
ル

二
秦
ノ
軍
ヲ
邯
鄲
ノ
下
ニ

一
。

 

（
『
十
八
史
略
』「
春
秋
戦
国
」
）

平
原
君
に
は
名
家
の
代
表
的
な
思
想
家
公
孫
竜
や
毛
遂
な
ど
の
食
客
が

い
た
。
四
君
の
中
で
は
何
か
と
失
態
を
晒
す
こ
と
も
多
い
平
原
君
で
は
あ

る
が
、
食
客
に
は
恵
ま
れ
て
い
た
よ
う
だ
。《
鶏
口
牛
後
》
時
代
に
お
け

る
祖
父
の
粛
侯
が
対
秦
政
策
と
し
て
採
用
し
た
「
合
従
策
」
が
再
び
取
り

沙
汰
さ
れ
る
中
で
、
窮
地
の
趙
を
救
う
た
め
に
食
客
の
毛
遂
の
力
を
借
り

て
こ
れ
を
成
功
さ
せ
て
い
る
。
楚
と
の
膠
着
状
態
の
中
に
割
っ
て
入
り
、

同
盟
に
ま
で
こ
ぎ
着
け
た
毛
遂
の
活
躍
は
め
ざ
ま
し
く
、《
澠
池
之
会
》

の
藺
相
如
を
彷
彿
と
さ
せ
る
。《
囊
中
の
錐
》
と
い
う
故
事
成
語
も
ま
た

対
秦
政
策
の
中
で
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、「
ど
ん
な
環
境
に
お
い
て
も

本
当
に
優
れ
た
人
物
は
そ
の
才
能
を
発
揮
す
る
」
と
い
っ
た
意
味
は
多
感

な
時
期
の
生
徒
に
と
っ
て
も
深
い
意
味
を
持
っ
て
響
く
こ
と
に
な
る
だ
ろ

う
。
こ
の
中
高
生
と
い
っ
た
年
代
の
者
は
、
不
遇
の
際
に
は
自
ら
の
責
任

を
直
視
せ
ず
に
、
原
因
を
他
に
求
め
る
態
度
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。「
囊

中
の
錐
」
と
い
う
言
葉
か
ら
は
「
袋
の
中
に
鋭
利
な
刃
物
を
入
れ
る
」
状

況
も
想
像
さ
せ
や
す
く
、
生
徒
に
は
「
本
当
に
能
力
の
あ
る
者
は
環
境
に

左
右
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
」
と
い
っ
た
教
訓
を
与
え
て
く
れ
る
こ
と
で
あ

ろ
う
。

戦
国
四
君
た
ち
は
食
客
を
集
め
、
多
彩
な
人
材
が
能
力
を
発
揮
し
合
っ

て
い
た
。
こ
れ
は
つ
ま
り
、
秦
に
対
す
る
抵
抗
勢
力
で
あ
っ
た
こ
と
を
意

味
す
る
も
の
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
公
孫
竜
の
「
堅
白
異
同
説
」
に
着
目
す

る
こ
と
で
、
生
徒
た
ち
は
諸
子
百
家
の
一
つ
「
名
家
」
の
存
在
を
知
り
、

諸
子
百
家
の
思
想
家
を
支
え
た
パ
ト
ロ
ン
と
し
て
の
関
係
を
理
解
す
る
こ

と
も
で
き
る
。
こ
の
故
事
は
定
番
教
材
で
あ
る
孟
嘗
君
の
《
鶏
鳴
狗
盗
》

よ
り
も
食
客
の
優
れ
た
能
力
を
読
み
取
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

以
上
、
三
つ
の
作
品
を
俯
瞰
し
た
。
趙
氏
の
遠
祖
趙
盾
は
職
務
上
の
責

任
か
ら
筆
誅
を
甘
受
し
、
武
霊
王
は
伝
統
的
な
生
活
形
態
を
軍
事
強
国
に
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す
べ
く
根
気
強
く
周
囲
を
説
得
し
な
が
ら
新
政
策
を
打
ち
立
て
、
平
原
君

は
食
客
の
活
躍
に
よ
っ
て
合
従
を
結
ば
せ
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
筆
誅
、

標
語
、
格
言
と
い
ず
れ
も
言
葉
が
強
い
力
を
持
つ
こ
と
を
改
め
て
認
識
さ

せ
る
故
事
で
あ
る
。
こ
う
し
た
趙
氏
一
族
の
話
題
を
教
材
と
し
て
取
り
あ

げ
る
こ
と
で
、
固
定
的
な
価
値
観
に
風
穴
を
開
け
、
授
業
の
活
性
化
に
繋

が
る
も
の
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　

五　

文
学
作
品
に
生
き
る
「
趙
」

唐
代
の
伝
奇
小
説
《
枕
中
記
》
に
は
人
生
に
半
ば
諦
め
気
味
の
盧
生
が

呂
翁
の
貸
し
与
え
た
枕
に
よ
っ
て
、
栄
適
夢
を
見
る
場
面
が
出
て
く
る

が
、
こ
の
舞
台
が
か
つ
て
の
趙
の
都
「
邯
鄲
」
で
あ
っ
た
。

開
元
七
年
、
道
士
ニ
有
リ

二
呂
翁
ト
イ
フ
者
一
。
得
タ
リ

二
神
仙
ノ
術
ヲ

一
、
行
キ

二 

邯
鄲
ノ

道
中
ヲ

一
、
息い

こ
ヒ

二

邸
舎
ニ

一

摂
リ

レ

帽
ヲ

弛
メ

レ

帯
ヲ
、
隠
レ
テ

レ

囊
ニ 

而
坐
ス
。
俄
ニ
見
ル

二
旅
中
ノ
少
年
ヲ

一
。
乃
チ
盧
生
也
。

「
邯
鄲
の
夢
」
と
い
え
ば
、
人
生
の
栄
枯
盛
衰
を
一
瞬
に
し
て
見
せ
て

く
れ
る
も
の
と
し
て
そ
の
影
響
下
の
作
品
が
多
く
生
み
出
さ
れ
た
。
中
国

で
は
明
代
の
「
邯
鄲
記
」
や
清
代
の
『
聊
斎
志
異
』「
続
黄
粱
」
に
引
き

継
が
れ
て
描
か
れ
、
日
本
で
は
『
太
平
記
』
二
十
五
巻
、
謡
曲
『
邯
鄲
』

な
ど
で
脚
色
さ
れ
て
用
い
ら
れ
て
お
り
、
中
世
か
ら
既
に
人
口
に
膾
炙
し

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
後
も
江
戸
時
代
の
恋
川
春
町
『
金
々
先
生

栄
花
夢
』
や
大
正
時
代
の
芥
川
龍
之
介
『
黄
粱
夢
』
な
ど
の
翻
案
作
品
に

脈
々
と
受
け
継
が
れ
て
い
く）
16
（

。

他
に
も
「
邯
鄲
の
歩
み
」
と
い
う
言
葉
も
あ
る
。
こ
れ
は
「
む
や
み
に

人
ま
ね
を
し
て
し
ま
え
ば
、
本
来
の
も
の
ま
で
忘
れ
て
し
ま
う
」
こ
と
を

意
味
し
て
お
り
、『
荘
子
』「
秋
水
篇
」
が
出
典
で
あ
る
。
邯
鄲
ま
で
歩
き

方
を
学
び
に
行
っ
た
寿
陵
余
子
が
邯
鄲
で
の
歩
き
方
の
み
な
ら
ず
、
も
と

も
と
の
歩
き
方
ま
で
忘
れ
て
し
ま
い
、
匍
匐
し
て
帰
っ
た
と
い
う
故
事
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
邯
鄲
」
は
、
時
と
し
て
「
夢
」
や
「
憧
憬
」
と
結

び
つ
く
羨
望
の
都
と
し
て
語
り
継
が
れ
て
き
た
場
所
で
あ
る
こ
と
が
考
え

ら
れ
る
だ
ろ
う）
17
（

。

趙
氏
一
族
が
滅
亡
の
危
機
に
瀕
し
た
運
命
も
し
ば
し
ば
取
り
あ
げ
ら
れ

て
い
る
。
趙
盾
の
孫
、
趙
武
（
趙
簡
子
の
祖
父
）
の
話
で
あ
る
。
趙
盾
没

後
、
そ
の
息
子
趙
朔
は
屠と

岸が
ん

賈か

に
よ
り
罪
を
着
せ
ら
れ
て
一
族
も
ろ
と
も

根
絶
や
し
に
さ
れ
る
中
、
赤
子
だ
っ
た
趙
武
は
趙
朔
の
二
人
の
友
人
程
嬰

と
公
孫
杵
臼
の
機
転
に
よ
り
難
を
逃
れ
る
。
公
孫
杵
臼
は
身
代
わ
り
の
子

と
と
も
に
屠
岸
賈
の
手
に
よ
り
討
ち
取
ら
れ
て
そ
の
目
を
欺
き
、
程
嬰
は

趙
朔
の
遺
腹
で
あ
る
趙
武
を
守
り
抜
き
、
趙
氏
再
興
を
見
届
け
て
か
ら
自

身
の
命
を
絶
つ
。
出
典
は
『
史
記
』「
趙
世
家
」
で
あ
る
が
、
こ
の
ド
ラ

マ
チ
ッ
ク
な
話
の
展
開
に
つ
い
て
は
後
世
に
も
深
い
感
動
を
与
え
た
よ
う

で
、
後
漢
の
王
充
も
、
趙
武
（
文
子
）
の
母
が
袴
中
に
隠
し
た
わ
が
子
に

啼
き
声
を
あ
げ
さ
せ
な
い
こ
と
で
滅
亡
を
免
れ
る
と
い
っ
た
緊
迫
し
た
状

況
下
で
、
文
子
が
生
き
延
び
て
趙
氏
を
継
い
だ
こ
と
は
天
命
で
あ
っ
た
と

述
べ
て
い
る
（
『
論
衡
』「
吉
験
」
）。
趙
武
は
無
事
に
元
服
を
迎
え
、
そ

の
凜
々
し
い
容
姿
は
人
々
に
よ
っ
て
称
賛
さ
れ
た
こ
と
を
『
国
語
』「
晋

語
」
が
伝
え
て
い
る
。
ま
た
、
趙
武
が
賢
者
を
登
用
し
て
晋
国
内
の
盗
賊

を
一
掃
し
た
こ
と
も
『
列
子
』「
説
符
」
に
見
え
、
彼
も
ま
た
趙
氏
の
発

展
に
貢
献
し
た
優
れ
た
資
質
を
持
つ
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
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趙
氏
が
戦
国
七
雄
に
ま
で
の
し
上
が
っ
て
い
く
上
で
も
、
か
ろ
う
じ
て

血
統
が
保
た
れ
た
こ
の
事
件
は
押
さ
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
の
一

つ
で
あ
ろ
う
。
元
末
明
初
に
は
こ
の
話
は
『
趙
氏
孤
兒
記
』
と
い
う
戯
曲

と
し
て
世
に
現
れ
て
い
る）
18
（

。
我
が
国
で
は
『
太
平
記
』
巻
十
八
の
中
に
お

い
て
脚
色
引
用
さ
れ
た
。
金
崎
攻
め
の
際
に
、
主
君
脇
屋
義
治
を
大
将
と

し
て
も
り
た
て
な
が
ら
討
ち
死
に
を
遂
げ
た
禅
僧
、
義
艦
房
の
話
に
添
え

て
、
こ
の
故
事
が
時
代
や
人
物
の
改
変
を
受
け
な
が
ら
挿
入
さ
れ
て
い

る
。
た
だ
し
、
程
嬰
と
杵
臼
が
孤
児
を
死
守
す
る
一
連
の
流
れ
は
同
じ
で

あ
る
も
の
の
、
二
人
が
身
命
を
か
け
て
守
り
通
す
の
は
「
智
伯
」
の
遺
児

で
あ
り
、
敵
役
の
「
屠
岸
賈
」
に
当
た
る
の
が
「
趙
盾
」
と
な
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
秦
の
治
世
下
、
智
伯
と
趙
盾
が
趙
国
の
政
権
を
め
ぐ
っ
て
争
っ

て
い
る
最
中
、
趙
盾
に
攻
め
込
ま
れ
た
智
伯
が
二
人
に
遺
児
を
托
し
て
絶

命
し
、
成
長
し
た
智
伯
の
子
が
趙
盾
を
攻
め
て
趙
国
を
奪
い
返
す
と
い
う

設
定
に
変
え
ら
れ
て
い
る
。

他
に
も
直
接
的
な
影
響
関
係
で
は
な
い
が
、
趙
簡
子
の
発
言
と
後
世
の

文
芸
と
の
関
連
を
見
る
こ
と
も
で
き
る
。「
雀
海
に
入
り
て
蛤
と
為
り
、

雉
は
淮
に
入
り
て
蜃
と
為
り
、
黿げ

ん
だ
ぎ
ょ

鼉
魚
鼈べ

つ

は
能
く
化
せ
ざ
る
も
の
莫
き
に

唯
だ
人
は
能
は
ず
哀
し
き
の
み
」（
『
国
語
』「
晋
語
」
）。
自
然
界
に
お
け 

る
変
化
に
対
し
て
人
間
の
み
が
変
化
し
な
い
現
実
を
趙
簡
子
が
嘆
い
た
こ

の
言
葉
は
、『
礼
記
』「
月
令
」に
見
え
る
が
、「
七
十
二
候
」
の
一
つ
「
雀

入
大
水
為
蛤
」
と
し
て
今
に
伝
わ
る
。
我
が
国
で
は
こ
れ
は
秋
の
季
語
と

し
て
用
い
ら
れ
て
お
り
、
蕉
門
の
俳
諧
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

蛤は
ま
ぐ
り蜊
の
姿
も
見
え
ず
稲
雀　
　

李
由 

（
『
韻い

ん

塞ふ
た
ぎ

』「
病
床
」
）

「
七
十
二
候
」
は
戦
国
時
代
に
は
既
に
広
ま
っ
て
い
た
ら
し
く
、『
呂
氏

春
秋
』「
季
秋
紀
」
に
も
「
賓
爵
（
雀
）
大
水
に
入
り
て
蛤
と
為
る
」
と

い
う
記
述
が
見
え
る
。
こ
の
俗
説
は
単
に
「
晩
秋
」
と
い
っ
た
季
節
の
み

な
ら
ず
、「
変
化
」
と
い
う
観
点
か
ら
も
我
が
国
に
お
け
る
受
容
さ
れ
て

い
る
。
そ
も
そ
も
趙
簡
子
が
晋
の
大
夫
羊
殖
に
つ
い
て
「
果
た
し
て
賢
大

夫
な
り
。
変
ず
る
毎ご
と

に
益

ま
す
ま
す

上
る
」
と
そ
の
成
長
を
讃
え
た
話
（
『
説
苑
』

「
善
説
」
）
か
ら
も
、「
変
化
」
を
肯
定
的
に
捉
え
て
い
る
姿
勢
に
も
注
目

し
た
い
。

江
戸
時
代
の
戯
作
に
は
こ
の
言
葉
は
「
変
化
」
の
用
例
と
し
て
し
ば
し
ば

下
敷
き
に
さ
れ
て
い
る
。
佚い

っ
さ
い
ち
ょ
ざ
ん

斎
樗
山
の
談
義
本
『
田
舎
荘
子
』（
享
保
十
二

（
一
七
二
七
）
年
）
に
は
、
こ
の
俗
説
を
下
敷
き
に
し
て
、
雀
が
そ
の
う
ち

蛤
に
な
る
運
命
を
悲
観
し
て
蝶
に
悩
み
を
打
ち
明
け
る
場
面
が
あ
る
。

「
今
我
小
鳥
な
り
と
い
へ
ど
も
、
翅
あ
り
足
あ
り
て
、
心
の
ま
ま
に

と
び
あ
り
く
。
然
る
に
我
九
月
は
海
水
に
入
て
蛤
に
な
る
と
い
う
風

聞
あ
り
。
彼
蛤
を
見
る
に
、
目
鼻
も
な
く
手
足
も
な
し
。
甲
を
か
ぶ

り
て
、
お
り
お
り
舌
を
出
せ
ど
も
、
何
を
喰
と
云
こ
と
も
し
ら
ず
、

極
寒
に
も
水
中
を
転
び
ま
わ
り
、
沙
に
埋
れ
る
ば
か
り
也
。
我
か
か

る
身
に
な
り
た
ら
ば
、
い
か
が
せ
ん
。」 

（
巻
上
「
雀
蝶
変
化
」
）

こ
こ
で
は
雀
が
菜
虫
か
ら
立
身
し
た
蝶
の
身
を
羨
み
、
自
分
は
九
月
に

な
る
と
蛤
と
化
す
宿
命
を
憂
え
て
い
る
。
あ
の
様
な
海
中
で
う
ず
く
ま

り
、
何
を
楽
し
み
に
し
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な
い
生
活
に
な
る
こ
と
を

厭
っ
て
い
る
の
だ
。
こ
れ
に
対
し
て
、
蝶
は
『
荘
子
』「
胡
蝶
の
夢
」
の

故
事
を
引
き
合
い
に
出
し
て
、「
荘
子
夢
中
に
蝶
の
心
に
な
り
て
、
我
は
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も
と
人
な
り
と
云
事
を
知
ら
ず
」
と
述
べ
た
上
で
、「
変
化
の
理
は
ま
た

か
く
の
ご
と
し
」
と
説
き
、
雀
の
不
安
を
払
拭
し
よ
う
と
つ
と
め
て
い

る
。
つ
ま
り
、
前
世
の
記
憶
は
来
世
に
ま
で
引
き
継
が
れ
ず
、
そ
の
立
場

立
場
で
分
に
あ
っ
た
生
き
方
を
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ

の
『
田
舎
荘
子
』
は
『
荘
子
』
の
思
想
を
卑
近
な
例
を
用
い
て
啓
蒙
的
に

解
説
す
る
書
物
で
あ
り
、
世
に
広
く
も
て
は
や
さ
れ
た
。
そ
の
後
も
平
賀

源
内
『
根
無
草
後
篇
』（
明
和
六
（
一
七
六
九
）
年
）
に
も
「
そ
れ
造
化

の
か
ぎ
り
な
き
、
小
見
を
以
て
は
か
る
べ
か
ら
ず
。
田
鼠
化
し
て
鶉
と
な

り
、
雀
水
に
入
つ
て
蛤
と
な
り
、
童
奴
変
じ
て
伴
当
と
な
り
、
嫁
化
し
て

姑
と
な
る
」（
二
之
巻
）
と
あ
り
、「
変
化
」
の
代
表
例
と
し
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。
式
亭
三
馬
『
浮
世
風
呂
』（
文
化
六
（
一
八
〇
九
）
年
）
に

は
「
雀
、
海
中
に
入
て
蛤
に
な
る
ち
ふ
事
ア
書
物
に
も
あ
る
が
」（
初
編

巻
之
上
）
と
い
っ
た
用
例
も
見
え
る
。　

以
上
の
よ
う
に
、
趙
氏
一
族
と
の
直
接
的
、
間
接
的
な
関
わ
り
を
持
っ

た
文
芸
作
品
は
小
説
、
戯
曲
、
韻
文
の
分
野
に
ま
で
及
び
、
そ
の
潜
在
的

な
影
響
力
に
も
注
目
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。「
史
伝
」
教
材
に
と
ど

ま
ら
ず
、
こ
う
し
た
側
面
を
有
機
的
に
取
り
扱
う
こ
と
も
効
果
的
な
指
導

に
繋
が
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

　
　
　
　
　

六　

ま
と
め
と
し
て

晋
の
文
公
と
と
も
に
各
国
を
放
浪
し
た
趙
衰
、「
弑
君
」
の
筆
誅
を
甘

ん
じ
て
受
け
た
趙
盾
、
一
族
滅
亡
に
瀕
し
な
が
ら
血
脈
を
保
っ
た
趙
武
、

名
君
の
名
高
い
趙
簡
子
や
趙
襄
子
の
治
世
、「
胡
服
騎
射
」
を
導
入
し
て

軍
事
大
国
化
を
果
た
し
た
武
霊
王
、
廉
頗
と
藺
相
如
の
活
躍
を
も
た
ら
し

た
恵
文
王
、
戦
国
四
君
の
一
人
と
し
て
多
く
の
食
客
を
抱
え
た
平
原
君
な

ど
、
趙
氏
一
族
に
は
話
題
が
事
欠
か
な
い
。
こ
の
よ
う
な
趙
氏
の
黄
金
期

も
秦
の
脅
威
に
よ
り
翻
弄
さ
れ
、
抵
抗
も
空
し
く
滅
亡
を
迎
え
る
。
こ
の

地
で
は
秦
の
公
子
子
楚
が
人
質
に
な
っ
て
い
た
た
め
、
新
時
代
の
立
役
者

で
あ
る
始
皇
帝
も
誕
生
し
て
い
る
。
ま
た
、「
性
悪
説
」
で
有
名
な
荀
子

も
趙
の
出
身
で
あ
り
、
そ
の
弟
子
韓
非
子
や
李
斯
も
秦
の
政
治
思
想
に
大

き
く
関
わ
っ
た
。
他
に
平
原
君
の
食
客
で
も
あ
っ
た
名
家
の
公
孫
竜
や
黄

老
学
派
に
属
す
る
慎
到
な
ど
が
お
り
、
そ
の
思
想
文
化
に
大
き
な
影
響
を

与
え
た
。
趙
は
地
理
的
に
複
雑
な
地
形
を
し
て
い
る
こ
と
か
ら
多
文
化
の

交
流
地
帯
で
も
あ
り
、
晋
以
来
の
中
原
的
華
夏
文
化
に
加
え
て
北
方
の
遊

牧
的
異
文
化
が
混
じ
り
合
っ
て
独
自
の
文
化
を
生
み
出
し
た
こ
と
も
指
摘

さ
れ
て
い
る）

19
（

。

秦
末
期
、《
項
羽
と
劉
邦
（
漢
楚
興
亡
の
故
事
）》
の
一
つ
《
背
水
の
陣
》

の
場
面
は
一
際
目
を
引
く
場
面
で
あ
る
が
、
趙
氏
の
末
裔
「
趙
王
歇
」
な

る
人
物
が
韓
信
の
攻
撃
を
受
け
て
総
崩
れ
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
敗
者
と

し
て
顧
み
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
が
、
趙
氏
の
側
に
立
て
ば
旧
時
代
の
生
き

残
り
と
し
て
必
死
に
抵
抗
し
た
と
い
う
印
象
を
与
え
る
こ
と
だ
ろ
う
。
こ

の
よ
う
に
趙
氏
は
し
ば
し
ば
歴
史
の
表
舞
台
に
登
場
し
て
は
消
え
て
い
く

経
緯
に
つ
い
て
も
体
系
的
な
視
点
で
見
つ
め
て
お
か
ね
ば
な
る
ま
い
。
戦

国
七
雄
を
十
把
一
絡
げ
に
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
一
代
文
化
圏
を
担
っ
た

一
族
の
興
亡
を
通
し
て
伝
え
る
こ
と
で
漢
文
教
材
と
し
て
の
戦
国
時
代
が

実
体
を
持
っ
た
も
の
と
し
て
生
徒
に
は
映
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

以
上
の
点
か
ら
も
、
趙
国
が
秦
の
圧
迫
に
よ
り
怯
え
続
け
た
脇
役
と
し

て
の
存
在
と
捉
え
る
こ
と
は
誤
り
で
あ
り
、
常
に
話
題
性
を
孕
ん
で
各
国

か
ら
注
目
を
浴
び
続
け
た
一
族
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
こ
う
し
た
背
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景
に
よ
り
『
荘
子
』
の
「
邯
鄲
の
歩
み
」、
さ
ら
に
は
唐
代
伝
奇
小
説
『
枕

中
記
』
な
ど
の
舞
台
と
し
て
用
い
ら
れ
、
後
世
か
ら
も
「
邯
鄲
」
と
い
う

夢
や
憧
憬
を
連
想
さ
せ
る
空
間
と
し
て
記
憶
さ
れ
る
べ
き
存
在
と
な
っ
た

こ
と
だ
ろ
う
。
因
み
に
、
中
島
敦
の
「
名
人
伝
」
の
舞
台
も
邯
鄲
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
「
故
事
成
語
」
の
側
面
か
ら
断
片
的
に
捉
え
ら
れ
て
き
た
戦
国

時
代
を
、
今
後
は
「
史
伝
」
的
な
観
点
か
ら
も
体
系
的
に
把
握
す
る
よ
う

な
配
慮
が
必
要
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。 

註（
１
）
田
部
井
文
雄
「
漢
文
教
材
論
序
説
」
二
〇
六
頁
。（『
漢
文
教
育
の
諸
相
― 

研
究
と
教
育
の
視
座
か
ら
』
大
修
館
書
店　

二
〇
〇
五
年
十
二
月
）

（
２
）
増
井
經
夫
「
戦
国
策
の
源
流
」
二
五
頁
。（『
中
国
歴
史
書　

中
国
史
学
史
』

刀
水
書
房　

一
九
八
四
年
七
月
）

（
３
）
本
稿
に
引
用
し
た
『
春
秋
左
氏
伝
』、『
史
記
』、『
戦
国
策
』、『
国
語
』、

『
十
八
史
略
』
に
つ
い
て
は
明
治
書
院
『
新
釈
漢
文
大
系
』
の
訓
読
を
参

照
し
つ
つ
、
適
宜
改
め
た
箇
所
も
あ
る
。

（
４
）
菊
池
隆
雄
「
戦
国
策
「
唇
亡
歯
寒
」
に
つ
い
て
」（『
新
し
い
漢
字
漢
文

教
育
』
第
五
十
号　

二
〇
一
〇
年
五
月
）

（
５
）「
趙
世
家
」
立
項
に
つ
い
て
司
馬
遷
は
趙
鞅
の
周
室
混
乱
を
治
め
た
功

績
を
嘉
し
た
も
の
と
述
べ
て
い
る
（「
太
史
公
自
序
」
）。
ま
た
、『
呂
氏

春
秋
』「
仲
秋
紀
」
に
趙
簡
子
が
家
臣
の
難
病
の
治
療
の
た
め
に
愛
し
て

い
た
白
驢
の
肝
臓
を
与
え
た
話
、『
説
苑
』「
正
諫
」
に
趙
簡
子
が
斉
を

攻
め
よ
う
と
し
た
際
に
公
盧
と
い
う
兵
士
の
諷
諫
を
聞
い
て
非
を
悟
っ

た
話
、『
新
序
』「
雑
事
」
に
趙
簡
子
が
直
臣
周
舎
か
ら
の
諫
言
を
受
け

る
前
に
死
な
れ
た
こ
と
を
嘆
い
た
話
な
ど
が
見
え
て
お
り
、
い
ず
れ
も

分
別
の
あ
る
君
主
と
い
っ
た
姿
が
窺
え
る
。

（
６
）『
国
語
』「
晋
書
」
に
も
同
様
の
逸
話
が
あ
り
、
こ
こ
で
は
打
ち
破
っ
た

相
手
を
「
狄
」
と
す
る
。

（
７
）
藤
田
勝
久
は
「
『
史
記
』
蘇
秦
・
張
儀
列
伝
と
史
実
」
に
お
い
て
、『
史

記
』
の
戦
国
記
事
の
中
で
最
も
年
代
が
疑
わ
し
い
も
の
の
代
表
と
し

て
「
蘇
秦
列
伝
」
を
挙
げ
て
い
る
。
蘇
秦
の
実
在
性
を
疑
い
、「
蘇
秦

列
伝
」
自
体
を
虚
構
で
あ
る
と
指
摘
し
た
マ
ス
ペ
ロ
、
当
時
東
方
諸
国

が
秦
を
脅
威
と
し
た
情
勢
で
は
な
か
っ
た
と
す
る
銭
穆
の
説
を
踏
ま
え

な
が
ら
、
蘇
秦
列
伝
の
記
述
が
年
代
の
混
乱
を
招
く
こ
と
を
指
摘
し
た
。

そ
の
上
で
一
九
七
三
年
に
馬
王
堆
か
ら
出
土
し
た
『
戦
国
縦
横
家
書
』

に
よ
っ
て
蘇
秦
の
活
躍
し
た
年
代
が
半
世
紀
ほ
ど
後
に
な
り
、
蘇
代
や

蘇
厲
な
ど
と
の
事
跡
と
混
同
さ
れ
て
い
る
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。

（『
史
記
戦
国
列
伝
の
研
究
』
汲
古
書
院　

二
〇
一
一
年
三
月
）

（
８
）
藤
田
勝
久
「
『
戦
国
策
』
の
性
格
に
関
す
る
一
試
論
―
戦
国
故
事
と
説
話

資
料
―
」（『
史
記
戦
国
史
料
の
研
究
』
東
京
大
学
出
版
会　

一
九
九
七
年

十
一
月
）

（
９
）
明
治
書
院
『
新
釈
漢
文
大
系　

史
記
列
伝
一
』（
水
沢
利
忠
）
の
訓
読

に
従
い
な
が
ら
も
、『
新
釈
漢
文
大
系　

戦
国
策
中
』「
趙
策
」（
林
秀

一
）
の
当
該
箇
所
を
参
照
に
し
な
が
ら
適
宜
改
め
た
箇
所
も
あ
る
。
両

者
は
ほ
ぼ
同
様
の
記
述
に
な
っ
て
い
る
が
、『
戦
国
策
』
で
は
趙
の
国
土

を
「
三
千
余
里
」
と
し
、
ま
た
趙
粛
侯
が
蘇
秦
を
「
武
安
君
」
に
封
じ

た
記
述
な
ど
が
あ
る
。

（
10
）
町
田
静
隆
「『
十
八
史
略
』―
躍
動
す
る
群
像
」
二
六
二
頁
。（
前
掲
（
１
）

所
収
）
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（
11
）『
荘
子
』「
説
剣
篇
」
に
よ
る
。

（
12
）
橋
本
明
子
は
「
胡
服
騎
射
」
の
う
ち
「
胡
服
」
と
「
騎
射
」
を
分
け
、

軍
事
上
に
お
け
る
匈
奴
と
の
同
化
政
策
を
す
る
た
め
に
「
胡
服
」
政
策

を
重
視
し
た
と
い
う
（
「
戦
国
趙
の
「
胡
服
騎
射
」」『
名
古
屋
大
学
東

洋
史
研
究
報
告
』
三
〇　

二
〇
〇
六
年
三
月
）。
ま
た
、
石
本
利
宏
は
軍

事
に
主
眼
に
置
い
た
結
果
、
礼
服
の
変
化
が
も
た
ら
さ
れ
た
と
い
う
（
「
戦

国
趙
に
お
け
る
「
胡
服
騎
射
」
改
革
」『
東
洋
史
苑
』
七
二　

二
〇
〇
九

年
一
月
）。

（
13
）「
胡
服
騎
射
」
の
記
事
に
つ
い
て
は
桐
原
書
店
や
三
省
堂
の
教
材
《
完
璧

帰
趙
》
の
リ
ー
ド
文
に
見
え
る
。

（
14
）
柿
沼
陽
平
は
、
武
霊
王
が
生
前
に
譲
位
し
た
理
由
に
つ
い
て
後
期
改
革

政
策
の
一
環
で
あ
っ
た
と
推
測
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
武
霊
王
の
支
配
す

る
北
方
異
民
族
と
恵
文
王
が
支
配
す
る
分
割
統
治
を
狙
っ
て
い
た
と
い

う
（
『
日
本
秦
漢
史
研
究
』
第
十
三
号
「
戦
国
趙
武
霊
王
の
諸
改
革
」　

二
〇
一
三
年
三
月
）。

（
15
）
魏
の
信
陵
君
は
情
報
収
集
の
た
め
に
各
地
に
人
を
置
き
、
趙
の
動
向
を

把
握
し
て
い
た
故
事
、
侯
生
を
食
客
と
し
て
厚
く
遇
し
た
故
事
な
ど
が

採
録
さ
れ
て
い
る
（
第
一
学
習
社
「
古
典
Ｂ
」
）。
ま
た
、
第
一
学
習
社

は
旧
課
程
の
教
材
「
古
典
」
に
お
い
て
平
原
君
の
「
囊
中
の
錐
」
を
採

録
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、「
戦
国
時
代
」
に
多
く
取
材
し
た
内
容
と

な
っ
て
い
る
。

（
16
）
屋
敷
信
晴
「
唐
代
伝
奇
と
日
本
文
化　
「
枕
中
記
」
の
受
容
を
め
ぐ
っ
て
」

（『
ア
ジ
ア
遊
学
』
一
〇
五　

勉
誠
出
版　

二
〇
〇
七
年
十
二
月
）

（
17
）
近
藤
春
雄
は
『
枕
中
記
』
が
邯
鄲
を
舞
台
に
し
て
い
る
理
由
に
つ
い
て

趙
の
古
都
と
し
て
の
性
格
以
外
に
、
少
年
た
ち
が
た
ま
る
場
所
で
あ
る

と
推
測
し
て
い
る
（
「
主
要
作
品
に
つ
い
て
３
枕
中
記
」『
唐
代
小
説
の

研
究
』　

笠
間
書
院　

一
九
七
八
年
十
二
月
）。 

ま
た
、
盛
唐
の
詩
人
高

適
の
「
邯
鄲
少
年
行
」
に
は
、
当
時
の
邯
鄲
の
少
年
達
の
ふ
る
ま
い
を

「
人
を
し
て
却
り
て
平
原
君
を
憶
は
し
む
」 

と
表
現
し
て
い
る
。                  

（
18
）
宋
代
の
講
談
や
元
初
の
雑
劇
な
ど
の
影
響
を
受
け
、
元
末
明
初
に
は

『
趙
氏
孤
兒
記
』
と
い
う
戯
曲
も
創
作
さ
れ
、
宣
教
師
に
よ
っ
て
仏
訳
さ

れ
た
も
の
が
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
を
刺
激
し
て
『L'O

rphelin�de�la�C
hine

』

を
創
作
し
た
と
さ
れ
て
い
る
（
吉
川
幸
次
郎
『
趙
氏
孤
兒
記
』「
解 

説
」　

同
朋
舎　

一
九
七
九
年
十
二
月
）。
ま
た
、
宮
城
谷
昌
光
は
「
月

下
の
彦
士
」（
『
孟
夏
の
太
陽
』　

文
藝
春
秋　

一
九
九
四
年
九
月
）、
安

西
篤
子
は
「
趙
氏
春
秋
」（『
洛
陽
の
姉
妹
』
講
談
社　

二
〇
〇
二
年
三

月
）で
こ
の
話
を
小
説
化
し
て
い
る
。

（
19
）
沈
長
雲
等
編
『
趙
国
史
稿
』「
趙
国
的
思
想
文
化
」
四
三
八
頁
。（
中
華

書
局　

二
〇
〇
〇
年
十
一
月
）
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